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一
、
、
自

総

存主

自
鋭
的
中
の
窓
義

J

目
録
的
中
の
先
駆
。
劉
向
別
録
。
都
品
川
七
略
。
災
計
一
門
…
跡
公
文
十
一
ω
。
諸
チ
と
九
流
。
諸
子
は
六

の十
V

人山内。

二

、

経

成

干

の

流

波

流
一
成
を
知
る
の
姿
。
今
文
古
文
。
関
誌
の
今
文
京
淡
の
古
文
。
五
経
博
士
と
十
川
博
士
。
諸
経
と
今
古
文
。
石
…
楽
議

奏
と
白
虎
通
義
。
淡
代
の
師
法
家
法
。
淡
代
の
流
派
と
的
凡
で
仰
す
一
例
。
南
北
羽
の
邸
一
土
問
子
。
泊
朝
の
叶
以
来
事
。
解
一
級
の

た
占
リ
い
、
、
ん
叶
J
h
f
v沿
J
O

B
4
1
P
H
4
'
G
L
 

一
、
鮮
総
上
の
心
得

も
の
。
ィ
、
虚
心
。
同
な
る
か
な
一
尚
子
の
誌
を
説
く
や
。
品
川
代
的
学
者
の
虚
心
誠
心
叩
一
円
。

ー
、
ド
J
1
，
け
け

4
0

‘A

、、

下

本

れ

一

弘

主

パ

Y
什

も
の
。
ィ
、
低
命
向
。
解
経
緯
舎
の
宮
例
。
務
俊
成
透
。
口
、
穿
襲
。
智
に
怒

u
mの
も
の
は
態
。
王

望
文
生
義
。
、
封
書
燕
説
。



問
、
部
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部
誌
は
解
経
の
根
本
来
礎
。
前
誌
の
説
話

0

・
溺
雅
の
作
者
。
爾
雅
と
毛
詩
。
五
雅
。
五
雅
子
一
補
ふ
も
の
。
先
泰
諸
子
。

渓
代
経
設
。
清
朝
考
設
準
。

五
、
経
注
に
関
す
る
諸
名

甲
、
光
一
茶
及
び
淡
代
に
用
ひ
ら
れ
た
る
も
の
。
待
。
記
。
故
。
倣
。
遇
。
姿
。
章
句
。

乙
、
淡
代
以
後
に
行
は
れ
た
る
も
の
。
注
。
疏
。
注
疏
。
率
注
。
間
半
琉

d

粂
義
。
義
疏
。
正
義
。

経
滋
?
の
研
究
に
は
色
々
の
方
法
論
、
が
考
へ
ら
れ
る
誇
だ
が
、
大
主
く
分
て
は
一
、
預
備
知
識
J

一
、
県
礎
、
三
、
心
得
、
四
、

解
経
訟
と
一
疋
ふ
採
に
な
る
か
と
思
ム
。

一
の
設
備
知
識
は
い
く
ら
あ

σ
て
も
善
い
却
尚
一
穴
、
が
、
直
接
の
も
の
と
し
て
考
へ

る
な
ら
ば
、

l
目
録
分
類
の
知
識
、
。
ム
経
路
ナ
の
源
流
流
浜
、
内
仏
経
蓄
の
真
潟
存
亡
、

4.
校
勘
率
一
般
等
が
致
へ
ら
れ
よ

ぅ
。
二
の
茶
磁
と
一
瓦
ふ
の
は
珠
備
知
識
よ
b
は
一
見
に
直
接
的
の
も
の
で
あ
り
て
、
例
へ
ば
し
訓
話
・
小
町
内
千
三
音
頭
・

1

文
法
・
語
法
?
禁
句
等
の
知
識
を
一
五
ふ
の
で
あ
る
。
三
の
心
得
と
云
ふ
の
は
積
極
消
極
色
々
の
乙
と
が
数
へ
ら
れ
よ
う
。

四
の
解
経
法
と
一
広
ふ
の
は
、

L
以
経
解
経
を
主
と
し
、
立
以
史
解
経
、
内
山
以
子
解
怒
、
生
以
古
碍
説
文
解
経
等
、
が
適
用

せ
ら
れ
る
だ
ら
う
。
清
末
以
来
支
那
の
患
者
の
中
で
此
等
に
関
す
る
事
著
を
魚
し
だ
人
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
共
等
を
も

参
酌
し
て
筒
翠
な
も
の
に
緩
め
て
み
よ
ラ
か
と
は
考
へ
て
居
る
が
、
ま
だ
昇
、
の
磯
子
}
得
な
い
で
ゐ
る
。
ム
勺
十
訟
に
設
問
加
味
し



だ
の
は
共
の
中
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
総
系
も
な
く
聯
絡
も
な
い
。
只
大
関
前
記
の
組
織
の
中
の
も
の
だ
と
承
知
し
て

貰
へ
れ
ば
其
で
宜
し
い
。一

、

民

間

十

日
録
問
中
と
は
書
物
の
内
容
を
調
査
し
、
之
ど
若
干
の
部
類
に
分
類
す
る
研
究
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
分
類
、
が
明
か
に
な

S表

ら
な
い
と
研
究
の
方
便

E
得
る
乙
と
が
六
ヶ
数
い
。
目
録
的
内
干
の
必
要
は
蕊
に
存
す
る
。

目
録
同
学
の
先
駆
と
し
て
書
物
の
内
容
を
分
類
し
た
も
の
は
、
先
一
茶
一
時
代
銃
に
之
乞
え
る
こ
と
、
が
出
来
る

u

嘉
子
の
天

下
籍
は
蛍
年
の
感
涙
そ
蚤
・
法
・
名
・
道
及
び
小
訟
の
五
ゆ
が
と
し
た
。
初
予
の
非
十
二
子
は
右
に
泰
げ
た
息
子
の
五
子

の
外
、
儒
を
加
へ
突
の
六
家
に
各
々
二
人
づ
¥
を
配
し
て
十
二
子
と
匁
し
て
居
る
。
淡
に
至
っ
て
可
お
誌
は
郁
子
の
六

家
の
外
に
、
陰
陽
の
一
家
を
加
へ
て
七
家
と
怨
し
た
の
で
あ
る
。
准
南
子
の
妥
路
第
は
右
の
中
名
家
と
小
訟
家
と
を
除

い
て
、
之
に
代
へ
る
に
雑
家
と
縦
横
家
と
を
以
て
し
、
問
、
じ
く
七
家
を
致
へ
て
居
る
。

以
上
奉
げ
た
も
の
は
人
に
就
い
て
感
涙
を
分
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
書
物
に
就
い
て
内
容
を
分
類
す
る
目
録
的
学
と

は
勿
論
向
一
一
腕
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
久
院
本
等
率
一
次
の
分
類
、
が
諮
問
学
校
と
尖
の
著
書
と
の
関
係
を
保
つ
関
係
上
、
後

代
の
目
録
的
学
の
先
縦
を
怨
し
て
居
る
と
と
は
明
か
で
あ
る
。

日
銭
鳳
?
の
厳
密
に
成
立
し
た
も
の
は
、
先
づ
劉
向
の
別
一
録
に
始
ま
る
と
一
去
っ
て
立
し
い
。
淡
の
成
帝
は
間
以
農
を
諸
問
倒

に
波
遣
し
℃
天
下
の
遺
書
を
究
め
し
め
た
。
秦
火
に
依
っ
て
影
を
緩
し
た
毒
物
、
が
此
の
持
に
一
主
っ
て
多
く
世
に
出
で
た



四

の
で
あ
る
。
新
く
し
て
集
め
得
た
書
物
は
都
向
に
命
じ
て
之
を
校
せ
し
め
た
。
営
時
例
制
向
の
校
し
た
も
の
は
経
体
二
諒

子
@
…
詩
賦
紘
一
寸
で
あ
り
た
、
が
、
劉
向
の
外
、
任
宏
は
兵
書
を
、
済
成
は
術
数
を
、
李
経
図
は
方
伎
を
校
し
た
の
で
あ
る
。

新
く
て
劉
向
は
共
等
の
書
物
に
就
い
て
大
館
の
設
拐
を
施
し
、

叉
之
が
分
類
を
怨
し
て
之
を
各
冷
の

勿
η
/
'雲
、
少
と

3a/レ
立
川
町

7eq

約
し
て
庇
っ
た
の
で
あ
る
。
す
一
(
の
各
'
々
の

物
に
附
し
て
泣
く
時
に
は
、
之
を
叙
銭
什
と
格
し
た
。
然
る
に
共
の
幾
多
の

書
物
の
叙
鈴
子
}
集
め
て
一
部
の
香
子
)
作
成
し
、
之
を
別
級
と
命
名
し
た
。

別
鋭
と
都
す
る
も
叙
鋭
と
稀
す
る
も
、
内
容
に
於
て
は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
此
の
事
は
庇
孝
絡
の
と
録
の
序
に

明
一
記
し
て
居
る
。
共
の
後
初
向
は
兵
の
事
業
を
完
成
す
る
に
歪
ら
ず
し
て
残
し
た
。
依
っ
て
哀
帝
は
劉
向
の
子
の
例
制
改

に
命
じ
て
、
父
の
事
業
を
完
成
せ
し
む
る
事
と
な
っ
た
。

都
川
崎
山
は
父
の
遺
稿
を
終
悲
し
共
の
指
妥
を
撮
っ
て
、
蛍
持
の
書
物
を
六
つ
に
分
類
し
た
。
六
婆
路
@
諸
子
路
@
詩
賦
路
@

ふ
〈
挙
協
・
術
数
路
・
方
伎
路
、
が
日
廷
で
あ
る
。
市
し
て
兵
の
六
絡
の
各
々
の
総
設
と
も
一
五
ふ
べ
き
も
の
を
一
級
と
し
て
之

を
統
一
路
と
免
し
た
。
そ
と
で
劉
向
の
乙
の
若
越
を
七
協
と
得
す
る
。
七
路
と
一
疋
ふ
と
は
い
へ
、
共
の
内
容
は
営
持
の
書

物
を
六
つ
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

之
の
事
業
に
就
い
て
劉
向
は
二
十
徐
年
を
突
し
、
建
一
や
一
冗
年
に
一
企
ふ
っ
て
始
め
て
時
の
天
子
代
奏
上
し
た
つ
で
あ
る
。

乏
の
事
は
前
記
阪
孝
絡
の
七
録
の
序
並
に
隔
の
経
籍
志
等
に
明
記
さ
れ
て
居
る
。

郡
一
献
の
七
路
は
上
越
の
如
く
、
劉
向
の
別
録
も
ど
終
理
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
七
路
の
成
ヌ
後
、
逆
に
迦



っ
て
別
加
味
を
総
し
て
七
路
別
録
と
一
辺
ふ
と
と
も
あ
る
。
劉
向
の
mm
録
は
国
よ
b
早
く
供
亡
し
た
の
で
あ
る
、
が
、
都
散
の

七
路
も
南
宋
以
後
又
供
亡
し
て
汚
る
。

問
山
般
の
緩
終
志
に
は
別
録
は
二
十
港
、
七
絡
は
七
各
あ
っ
た
と
一
去
っ
て
ほ
出
る
が
、
今
は
乙
れ
を
え
る
率
、
が
出
来
な
い
。

玉
函
山
一
必
勝
供
番
の
中
に
七
路
加
録
と
一
試
ふ
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
'
勿
論
供
番
で
あ
っ
て
完
全
の
も
の
で
は
な
い
。

只
我
々
は
今
日
残
り
て
居
る
、
決
す
一
向
饗
文
志
に
依
っ
て
七
路
の
様
子
を
努
話
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
郡
一
一
文
志
は
寅
に
七
時

を
慕
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

淡
審
議
文
志
が
劉
…
玖
父
子
の
七
絡
に
基
い
て
絞
る
乙
と
は
佼
に
述
べ
た
、
が
、
限
そ
の
婆
文
志
は
班
悶
の
佼
に
つ
今
捌
一
一

企
(
要
一
以
俄
日
一
筋
絡
一
し
と
品
一
一
回
り
て
ゐ
る
様
代
、
幾
分
七
絡
に
手
乞
加
へ
部
修
を
匁
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
白
銃
撃
の

脳
同
裁
は
路
日
比
の
時
代
出
来
た
と
云
ク
て
差
支
へ
な
い
。
一
治
拐
の
王
・
鳴
盛
は
共
の
琴
、
十
七
史
尚
雄
一
(
一
位
一
)
♀
金
拐
の
一
一
一
一
口

事
ピ
引
い
て
、

不
ν
遜
一
一
法
祭
文
志
づ
不
dv

可
三
以
一
夜
二
天
下
す
一
弓
饗
文
志
者
、
間
学
問
之
居
吾
、
十
者
遮
之
内
戸
也
。

と
去
っ
て
居
る
、
が
、
敢
へ
て
溢
美
の
一
一
一
口
茶
で
は
な
い
。
今
日
碍
く
も
談
終
の
研
究
に
従
は
ん
と
す
る
者
は
、

必
ず
一
皮

は
察
文
志
の
研
究
に
忠
ひ
を
潜
め
ね
ば
玄
ら
ぬ
。

七
絡
は
前
惑
の
如
く
斡
路
の
外
、
諸
子
路
な
ど
ム
ハ
ク
の
路
を
数
へ
て
居
る
が
、
説
委
は
必
ず
し
も
之
の
路
の
文
字
を

用
以
て
居
ら
設
い
。
但
し
最
初
に
六
築
を
述
べ
、
次
代
誇
子
を
謎
べ
て
居
る
形
は
、
大
館
七
絡
の
控
裁
と
え
る
一
引
す
が
出

五
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水
ゆ
る
。
そ
の
六
察
に
於
て
は
、
問
日
仰
に
十
三
家
二
百
九
十
四
篇
を
薮
へ
、
す
一
向
に
九
家
四
百
一
十
二
銭
を
致
へ
、
誌
に
六
家
ム

四
百
一
十
六
第
を
致
へ
、
穫
に
十
三
家
五
百
五
十
五
訴
を
致
へ
、
楽
比
六
家
百
六
十
五
篇
を
致
へ
、
春
秋
に
二
十
三
家

九
百
四
十
八
俸
制
を
数
へ
、
論
一
誌
に
十
二
家
二
百
二
十
九
篇
を
数
へ
、
孝
経
に
十
一
家
五
十
九
篇
を
毅
へ
、

;}、
j乳
-J-

Lと

一十
三示

三
十
五
第
を
数
へ
、
六
婆
合
し
て
一
一
日
三
家
三
千
一
百
二
十
三
篇
を
数
へ
て
居
る
。

諸
子
に
就
い
て
は
、
信
家
五
十
三
家
八
百
三
十
六
錦
、
遊
山
泳
三
十
七
家
九
百
九
十
三
話
、
陰
陽
家
二
十
一
家
三
百
六

十
九
錦
、
法
家
十
家
二
百
一
十
七
錦
、
名
家
七
家
三
十
六
話
、
剛
一
一
読
ん
水
六
家
八
十
六
抗
、
縦
横
山
水
十
二
ん
が
百
七
泊
、
雑
家

二
十
家
四
百
三
筋
、
農
家
九
家
百
一
十
四
話
、

小
説
家
十
五
家
千
三
百
八
十
お
を
数
へ
て
庶
る
。

新
く
の
如
く
諸
子
は
'
令
し
て
十
家
で
あ
る
が
、
班
回
告
ら
は
ベ
諸
子
十
家
主
(
可
ν
税
者
九
家
市
己
し
と
一
去
っ
て
庶
る
か

ら
、
後
世
諸
子
を
稀
し
て
九
家
若
し
く
は
九
流
と
呼
ぶ
に
至
。
た
の
で
あ
る
。

抑
も
諸
子
と
一
ス
ム
熟
学
金
(
ぬ
け
身
は
、

七
路
の
中
に
諸
子
絡
と
一
ス
ム
一
段
、
ど
数
へ
だ
乙
と
に
共
の
端
絡
を
求
な
る
の
で

あ
る
が
、
七
略
と
婆
文
志
と
に
於
て
取
扱
り
て
み
る
諸
子
の
内
符
は
前
者
必
ず
し
も
一
致
し
て
は
府
ら
な
い
。
部
ち
七

路
に
於
て
は
儒
家
・
道
家
・
陰
陽
家
・
名
家
・
間
以
出
家
・
雑
家
・
農
家
・
小
説
家
の
八
り
に
止
ま
っ
て
ほ
め
る
が
、
饗
文
志
は

之
に
加
ふ
る
に
、
更
に
法
家
と
続
横
山
泳
と
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。
治
之
を
嘉
子
の
天
下
街
、
羽
子
の
非
十
二
子
総
或

は
准
南
子
の
妥
協
筋
な
ど
に
出
て
ほ
似
る
諸
子
の
的
場
開
と
を
釣
昭
一
す
れ
ば
、
大
総
左
の
如
き
」
表
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
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義
程
、
禽
滑
麓

(
別
基
)
若
獲
、
己
歯
、

郵
陵
子
、
宋
折
、
伊
文
子
、

会窓 I1克彦
孫 胞 i到 家
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フ¥

饗
丈
志
の
分
類
に
於
て
特
に
注
意
す
べ
き
乙
と
は
、

七
路
と
同
じ
く
六
部
一
式
を
諸
子
の
外
に
分
立
し
て
ほ
似
る
と
一
広
ム
こ

と
で
あ
る
。
今
話
の
考
を
以
て
す
れ
ば
、
六
裂
は
殆
ど
儒
家
の
率
一
作
物
の
如
く
列
仰
併
せ
ら
れ
て
居
る
。
放
に
今
の
考
を

以
て
す
れ
ば
、
六
裂
と
加
し
て
諸
子
の
中
の
一
つ
で
あ
る
儒
家
と
を
別
に
分
ち
誼
く
乙
と
は
、
不
可
似
の
校
で
も
あ
る
。

然
る
に
察
す
へ
志
が
七
燃
に
倣
っ
て
六
裂
を
誇
子
の
外
に
山
民
主
¥
同
時
に
儒
家
の
外
に
↓
分
立
し
て
泣
い
た
と
一
ス
ム
ミ
ー
と
は

査
し
六
鉱
山
は
必
ず
し
も
儒
家
の
み
の
専
有
物
に
あ
ら
ず
、
他
の
諸
子
も
等
し
く
之
を
選
ん
か
す
べ
き
」
、
も
の
で
あ
る
と
一
五
ム

六
婆
傘
震
の
す
ん
球
を
お
し
だ
も
の
で
あ
ら
ラ
。
故
に
班
間
は

文
志
に
於
て

間
劫
局
、
天
下
問
ν
'
蹄
市
殊
仏
説
。

一
ν
致
問
百
〆
慮
。
今
川
ア
家
者
、
各
推
ν
所
ν
長
、
窮
ν
知
究
ν
い
は
、
以
切
一
一
企
(
初
心
，
断
/
布
一
一

蔽
一
知
づ
令
一
一
企
(
要
蹄
づ
亦
六
婆
之
文
興
一
一
流
一
仇
仰
や

と
…
去
っ
て
は
仰
る
。

と
の
考
は
今
日
十
青
少
が
六
裂
を
修
む
る
に
就
い
て
も
、
或
は
諸
子
を
修
じ
る
に
就
い
て
も
、
常
に
心
得

援
く
べ
き
乙
と
で
あ
る
。
諸
子
の
準
と
一
去
っ
て
も
決
し
て
六
誕
乞
外
に
し
て
之
を
求

U
-へ
き
」
も
の
で
は
な
い
詳
で
あ
る
。

二

、

経

堕

の

流

汲

経
壌
に
は
そ
れ
ん
¥
流
波
若
し
く
は
分
訳
、
が
存
す
る
。

そ
の
流
涙
分
涙
の
一
弘
加
を
除
外
し
て
…
終
的
九
千
を
併
せ
ん
と
す
れ

ば
、
松
め
て
不
出
然
に
し
て
、

瓦
湾
独
附
人
切
に
陥
る
の
鮮
な
し
と
し
な
い
。
旦
叉
そ
の
思
別
を
切
か
に
せ
ず
し
て
経
常
一
川

ヂ
一
解
せ
ん
と
す
れ
ば
、
殆
ど
無
立
義
に
終
る
と
と
も
あ

b
得
る
の
で
あ
る
。
続
的
学
の
流
浪
分
一
次
の
研
究
の
必
要
は
そ
こ

に
存
す
る
。



粍
勝
一
械
の
流
仮
に
就
い
て
¥
先
づ
以
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ね
事
は
?
今
文
古
文
の
区
別
で
あ
る
。
先
一
茶
の
経
常
一
日
は
、

中
一
夜
火
の
怨
代
、
そ
の
姿

E
隠
し
ち
ん
と
一
誌
は
れ
る
が
、
立
(
等
の
許
物
も
、
後
浅
の
時
代
に
至
る
と
、
芳
子
は
彼
此
の
場
所

か
ら
後
見
せ
ら
れ
る
に
支
っ
た
。
但
併
し
、

と
の
向
に
文
出
す
の
肢
の
上
に
可
な

b
の
猿
濯
が
起
っ
て
来
た
。
部
ち
先

泰
の
時
代
の
経
設
け
は
古
文
を
以
て
脅
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
波
乱
行
に
五
る
と
、
立
(
が
保
存
で
す
一
円
か
れ
る
や
う
に
な
っ

だ
。
そ
し
て
其
の
殺
害
宮
古
文
に
到
し
て
今
文
と
一
試
ふ
の
で
あ
る
。
前
述
の
い
川
く
一
治
火
の
後
代
は
天
下
の
守
物
も
一
時

は
そ
の
姿

E
隠
し
だ
が
、

そ
の
後
、
淡
の
以
以
来
@
武
市
川
の
時
代
に

る
と
、
共
等
以
前
に

am放
せ
ら
れ
て
伝
っ
た
れ
一
一
日
物

が
、
ぼ
つ
/
¥
俊
成
刊
誌
れ
て
米
だ
。
市
し
て
一
一
一
日
ム
ま
で
も
な
く
、

そ
の
設
け
物
は
古
文
を
以
て
計
か
れ
た
も
の
で
あ

る
、
が
、
相
似
て
淡
初
後
九
後
之
を
一
般
の
人
に
授
く
る
に
は
ど
う
し
て
も
常
時
の
文
字
の
殺
事
一
一
川
'
叩
ち
今
文
代
設
け
改
め
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
に
じ
て
、
今
文
の
接
、
が
先
づ
間
決
の
時
代
に
起
っ
た
。
然
る
に
共
の
後
、
西
淡
の
末
か

ら
東
淡
の
初
に
於
て
は
、
此
等
今
文
の
間
半
に
お
し
て
機
お
を
戚
じ
て
ほ
川
つ
だ
感
者
、
が
総
出
し
て
、
誌
に
古
文
の
異
の
姿

を
知
ら
ん
ー
と
す
る
主
夜
、
が
起
っ
て
来
た
。
氏
、
が
商
談
の
末
、
東
漢
の
初
に
は
慌
で
あ
っ
た
吉
文
問
中
で
あ
る
。
却
ち
古
文
尚
子

は
名
前
は
十
日
へ
で
あ
る
、
が
、
そ
の
感
の
勃
興
の
時
代
は
、
寧
ろ
今
文
筆
の
後
代
川
だ
の
で
あ
る
。
是
よ
b
後
一
今
文
部
ア

古
文
準
訳
、
が
、

そ
れ
ん
l
l
mサ
ム
所
あ
の
ノ
て
墜

mの
一
大
鴻
様
子
」
部
一
す
る
に
李
一
つ
だ
。
今
、
今
日
存
す
る
十
三
経
に
就
い

て
何
れ
が
今
文
に
し
て
何
れ
が
古
文
で
あ
る
か
を
明
か
に
'
知
ら
し
む
る
需
に
》
此
援
に
談
代
の
五
経
博
士
及
び
十
四
博

土
に

σ
い
て
略
説
し
よ
う
。

:fL 



。

五
経
博
士
は
漢
の
武

J

ぜ
の
時
に
置
か
れ
、
十
四
博
士
は
武
帝
宣
帝
の
認
に
置
か
れ
た
と
務

3
れ
て
居
る
。
此
の
博
士

の
霞
か
れ
る
と
云
ふ
意
味
は
、
そ
の
察
関
代
於
て
は
、
そ
の
博
士
の
向
学
術
を
大
原
十
代
於
て
議
義
せ
し
な
と
一
疋
ム
意
味
で

あ
っ
て
、
別
の
一
一
一
一
開
業
を
以
て
す
れ
ば
そ
の
博
士
の
設
を
翠
官
に
立
っ
と
も
云
っ
て
ゐ
る
。

五
経
博
士
の
揚
人
口
は
、
口
い
勿
は
楊
何
、
警
は
致
傷
、
詩
は
韓
詩
、
躍
は
后
蒼
縫
、
春
秋
は
公
羊
で
あ
っ
た
が
、
歩
、
が
十

間
博
士
に
な
る
と
、
易
は
施
・
孟
・
梁
丘
・
京
の
四
家
、
書
は
歓
陪
腕
及
び
大
小
夏
侯
の
三
家
、
詩
は
斉
・
魯
・
韓
の
三
家
、

強
は
大
裁
・
小
裁
の
二
家
、
春
秋
は
段
・
顔
の
二
家
と
一
五
ふ
乙
と
に
な
っ
て
来
た
。
市
し
て
、
此
の
五
経
博
士
と
十
四
博

士
と
の
部
一
水
関
係
は
、
安
に
左
の
表
に
一
不
す
が
如
く
で
あ
る
。
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穀
梁
赤

Jまは

五十
経四
?専博
士土も

以
上
の
表
代
就
い
て
調
べ
て
見
る
と
、
談
代
の
五
経
博
士
若
し
く
は
十
四
博
士
は
、
殆
ど
み
一
部
は
今
文
向
学
者
で
あ
る

と
一
去
ム
事
代
先
づ
気
附
〈
で
あ
ら
う
。
仏
ん
か
ら
考
へ
て
え
て
、
大
韓
西
漢
詩
代
の
皐
風
の
大
勢
を
知
る
べ
主
で
あ
ら
う
。

然
る
に
共
の
後
、
河
間
の
獄
王
或
は
魯
の
共
玉
等
が
盛
ん
に
天
下
の
遺
書
を
求
め
、
所
謂
古
文
の
書
物
の
多
く
世
に
出
づ



る
に
及
ぶ
と
、
姦
に
ま
た
一
古
文
向
学
者
の
緩
出
を
促
し
、
市
し
て
問
時
に
古
文
壌
の
勃
興
を
誘
致
す
る
に
率
一
っ
た
。
東
系

の
費
誌
の
停
へ
た
安
代
制
約
、
孔
安
協
の
厳
じ
た
古
文
鈎
雲
、
毛
享
の
停
ヘ
だ
毛
詩
、
劉
一
散
の
盛
に
褒
め
稀
へ
た
左
待
、

並
行
他
孔
燃
の
中
か
ら
出
だ
逸
鵡
舟
九
稿
、
古
論
語
甘
一
錦
、
古
文
孝
経
サ
二
章
、
河
伺
の
献
王
の
得
だ
と
言
は
れ
て
ゐ

る
周
機
等
は
、
何
れ
も
印
川
知
商
此
の
古
文
に
m
腕
す
る
も
の
で
あ
る
。

続
く
考
へ
て
来
る
と
、
問
め
に
於
て
は
楊
何
・
施
・
孟
・
梁
諸
氏
と
費
弐
と
の
問
に
今
文
古
文
の
守
ひ
が
生
じ
、
事
一
一
日
に
於
℃

は
飲
陽
@
大
小
一
瓦
侯
の
今
文
命
香
と
孔
安
踏
の
古
文
命
堂
開
と
の
向
に
今
文
古
文
の
守
、
が
生
じ
、
詩
代
於
て
は
葬
・
魯
・
持
と

宅
詩
と
の
間
に
今
文
古
文
の
宰
が
生
じ
、
識
に
於
て
は
后
蒼
・
二
裁
と
局
総
と
の
向
に
今
古
の
字
、
が
生
じ
、
市
し
て
春

秋
に
於
て
は
、

公
羊
穀
梁
と
左
氏
と
の
m
仰
に
今
古
の
容
が
生
じ
、
論
一
訟
に
於
て
は
葬
魯
と
古
論
と
の
問
仰
に
今
古
の
一
午
、
が

生
じ
、
孝
経
に
於
て
は
十
八
章
の
今
文
孝
経
と
サ
二
章
の
古
文
孝
怒
と
の
問
に
今
古
の
字
が
生
じ
、
新
く
し
て
今
文
古

交
の
併
は
営
年
の
経
風
十
回
介
を
二
分
す
る
的
溶
を
劃
す
る
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。

淡
代
に
は
綬
準
の
問
中
設
設
定
に
関
す
る
重
大
な
る
合
議
、
が
二
つ
あ
っ
た
。
(
一
)
は
前
漢
の
宣
伝
の
甘
露
三
年
三
月
に

行
は
れ
た
石
渠
閣
の
合
議
で
あ
b
、
(
二
)
は
後
漢
の
章
帝
の
建
初
四
年
代
行
は
れ
た
白
虎
視
の
合
議
で
あ
る
。
石
、
渠
関

'
と
は
宮
中
の
未
央
殿
の
北
に
あ
る
宮
殿
の
名
前
で
あ
る
が
、
此
…
庭
に
は
営
持
幾
多
の
審
物
を
減
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

内
向
虎
観
も
亦
宮
中
に
存
す
る
一
つ
の
般
の
名
前
で
あ
る
。
扱
て
前
者
の
令
議
の
決
議
案
は
石
一
楽
議
奏
と
し
て
後
世
に
停

は
b
、
後
者
の
決
議
案
は
白
虎
遜
義
と
し
て
此
亦
今
日
に
停
は
っ
て
む
る
。
此
の
二
つ
の
舎
議
は
共
に
天
下
の
間
学
者
を



天
子
親
臨
五
経
の
思
(
問
を
論
ぜ
し
め
、
最
後
に
天
子
の
親
決
を
仰
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
そ
見
る

と
、
石
、
楽
議
一
突
に
於
て
は
主
と
し
て
今
文
夙
や
が
採
用
せ
ら
れ
て
ほ
泊

b
、
出
虎
一
通
義
代
於
て
は
専
ら
古
文
法
ナ
が
採
用
ぜ
ら

集
め
て
、

れ
て
ゐ
る
。
此
は
一
ク
は
白
虎
叡
合
議
の
苛
舎
者
意
取
引
自
ら
が
古
文
総
?
を
喜
ば
れ
た
と
一
一
一
口
ふ
事
に
も
原
因
す
る
が
、
大

搬
は
、
前
淡
に
今
文
感
、
が
後
迭
し
、
後
淡
に
古
文
惑
が
後
述
し
て
居
る
と
一
一
一
一
ロ
ム
経
壌
の
大
勢
正
詰
る
も
の
と
え
る
率
、
が

出
来
よ
《
ノ
。

然
ら
ば
今
文
問
中
と
古
文
感
と
は
)
間
半
に
左
停
と
、
公
平
侍
と
或
は
周
織
と
、
織
記
と
或
は
魯
論
と
古
論
、
と
等
の
如
く
、
世
田

物
の
相
思
(
の
み
に
依
る
か
と
一
一
一
一
口
へ
ば
J
此
亦
必
ず
し
も
然
ら
ず
で
あ
る
。
恭
一
一
回
物
に
現
は
れ
て
ゐ
る
事
柄
、
若
し
く
は
文
勾

の
解
税
に
於
て
、
雨
者
甚
だ
し
く
共
の
解
を
具
に
す
る
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
古
文
に
於
て
は
、

天
子
は
十
二

年
に
し
て
一
皮
巡
守
す
る
と
一
一
一
回
ふ
が
、
今
文
に
於
て
は
五
年
に
一
度
巡
守
す
る
と
言
ム
。
古
文
に
於
て
は
天
子
に
は
太

廟
な
く
し
て
明
堂
あ

b
と一一一
m
p
戸
、
が
、
今
文
に
於
て
は
太
廟
あ
っ
て
明
堂
無
し
と
言
ム
。
共
の
甚
だ
し
さ
に
至
つ
て
は
、

九
族
の
鮮
に
就
て
、
今
文
家
は
之
を
父
族
問
、

母
族
一
ニ
、
支
族
二
と
怨
す
に
お
し
て
、
古
文
家
は
之
を
一
向
一
組
よ
λ

リ
玄
孫

に
一
点
る
ま
で
の
九
代
で
あ
る
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
新
か
る
相
呉
は
溺
b
書
物
の
上
の
解
務
の
み
に
止
ら
ず
、
之
が
枇
命
日

の
制
度
の
上
に
非
常
な
相
設
営
持
ち
家
す
も
の
で
あ
る
。

談
代
経
撃
の
分
波
は
、
師
法
家
法
と
一
一
一
一
ロ
ム
言
葉
の
出
来
て
居
る
と
い
ふ
事
寅
に
依
っ
て
も
其
の
盛
況
を
想
像
す
る
事

が
出
来
る

此
の
・
中
、
締
法
と
は
、
多
く
諒
淡
に
於
て
用
ひ
ら
れ
た
一
一
言
葉
で
あ
，
夕
、
家
、
法
と
は
多
く
後
淡
に
於
て
用
引
い



四

ら
れ
た
菜
五
で
あ
る
。
叉
、
師
法
と
は
、
主
と
し
て
共
の
源
に
遡
っ
て

ふ
一
一
言
葉
で
あ
b
、
家
法
と
は
、
主
と
し
て
茶

の
流
を
顧
み
て

ム
F

…
一
目
茶
で
あ
る
が
、
市
か
も
、
南
者
、
が
経
撃
の
分
一
以
を
意
味
す
る
鈷
に
於
て
は
る
一
く
同
一
で
あ
る
。

元
来
締
法
家
訟
は
、
向
学
官
の
分
建
に
北
(
の
、
泌
を
後
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

さ
て
乙
の
締
法
家
法
は
、
共
の
後
明
経
を
奉

ぐ
る
場
合
で
も
、
孝
療
を
器
ぐ
る
場
合
で
も
、
極
め
て
殿
粛
に
守
ら
れ
て
ゐ
る
。
渓
書
の
停
記
を
読
ん
で
み
る
と
、
張

一
尚
は
っ
綬
雄
一

4

精川中川有一
u

締
法
一
L

と
一
一
一
一
向
ふ
の
で
採
用
せ
ら
れ
、
奨
奉
は
っ
奉
説
引
一
一
締
法
一
L
と
一
一
一
一
口
ふ
の
で
採
用
せ
ら
れ
、
李
苓
は

「
守
一
一
締
法
一
L

と
一
一
口
ム
の
で
採
用
せ
ら
れ
、
程
茂
は
っ
究
一
一
様
締
法
こ
と
を
一
ロ
ム
の
で
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
之
に
反
し
て
、

孟
喜
は
っ
一
見
一
一
締
法
一
し
と

J

一
一
口
ム
事
で
不
採
用
に
了
っ
て
ゐ
る
。
如
何
に
嘗
年
の
経
向
学
界
、
が
、
師
法
家
法
と
一
一
一
一
ロ
ム
分
一
次
に
絞

格
で
あ
っ
た
か

k
知
る
べ
き
で
あ
る
。
市
し
て
乙
の
分
仮
の
問
に
は
、

夫
'q
準
設
上
の
主
張
並
に
傾
向
が
確
立
し
て
尉

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
分
仮
を
知
る
と
い
ふ
乙
と
が
、
や
が
て
経
卒
の
実
解
乞
得
る
上
に
、
非
常
に
必
要
と
な
っ

て
来
る
の
で
あ
る
。
治
、
鴬
年
の
師
一
水
の
系
図
は
、
泣
い
亮
吉
の
侍
経
表
・
通
経
表
・
若
く
は
唐
の
陸
徳
川
切
の
経
典
務
文
叙

録
等
を
参
照
す
る
が
よ
い
。

談
代
の
流
振
の
一
例
と
し
て
、
春
秋
三
停
の
容
に
言
及
し
て
み
よ
ラ
。
始
め
、
劉
散
が
左
俸
を
皐
官
に
立
て
ん
と
し

カ
時
に
、
公
羊
撃
者
で
あ
る
沼
升
は
、
左
氏
失
十
四
僚
を
遮
べ
て
之
に
反
濁
し
た
。
之
代
謝
し
て
左
停
愚
者
た
る
交
法

は
、
左
足
長
義
四
十
一
一
僚
を
述
べ
、
鄭
州
も
亦
左
氏
長
義
十
九
僚
を
述
べ
て
ゐ
る
。
公
羊
m

学
者
で
あ
る
何
休
は
、
公
羊

議
守
・
左
氏
督
官
・
穀
梁
癒
疾
を
著
は
し
て
、
公
羊
準
を
客
室
せ
ん
と
す
る
と
、
鄭
玄
は
之
に
謝
し
て
援
護
守
・
銭
督
官
軍
起



機
疾
を
著
し
て
、
之
に
反
謝
し
た
の
で
あ
る
。
此
錯
す
は
寅
に
常
一
年
経
勝
十
分
波
の
問
に
・
擬
さ
れ
た
紛
争
の
一
例
で
あ
る
。

大
観
し
℃
論
ず
る
な
ら
ば
、
諜
代
は
今
文
古
文
の
守
宮
以
℃
終
始
し
、
南
北
靭
は
綴
玄
・
玉
繭
の
容
を
以
℃
移
始
し
、
活

靭
に
五
つ
℃
は
、
漢
撃
宋
惑
の
容
を
以
て
終
始
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
清
朝
の
宋
感
涙
は
、
孫
奇
逢
・
刀
包
・
李
中

学
・
陸
隙
昇
、
・
陵
世
儀
・
湯
斌
等
に
依
て
代
表
せ
ら
れ
、
務
拐
の
淡
町
争
涙
は
、
顧
炎
武
・
問
者
譲
・
胡
沼
・
惑
周
傷
@
慈
土
奇
@

窓
棟
・
裁
震
・
段
玉
裁
・
王
念
係
・
王
引
之
・
等
代
依
て
代
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
等
経
準
分
探
の
大
勢
を
'
知
ら
ず
し
て
経
島
?

を
論
ぜ
ん
と
す
れ
ば
、
前
後
掻
著
楠
務
相
容
れ
ぎ
る
の
憾
を
持
つ
で
あ
ら
ラ
。
猶
、
経
風
?
の
分
探
と
栴
す
る
に
は
不
遮

常
で
は
あ
る
が
、
時
代
的
特
色
或
は
伺
入
者
く
は
翠
獄
の
書
物
の
傾
向
を
も
知
る
を
必
要
と
す
る
。
例
へ
ば
、
貌
督
時

代
の
経
書
の
解
糠
は
概
し
て
老
廃
思
想
に
混
乱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
王
拘
の
向
日
勿
注
で
も
、
何
長
の
論
語
集
解
で
も
、
主
侃

の
論
語
義
疏
で
も
皆
然
b
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
氏
等
の
解
務
事
一
一
日
を
議
む
に
蛍
つ
て
は
、
先
づ
以
て
乙
れ
等
の
解
懇

の
根
抵
を
潟
す
思
想
、
が
老
症
態
十
代
存
す
る
事
を
知
る
に
非
ぎ
れ
ば
、
意
外
の
誤
解
に
陥
る
乙
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
経

勝
十
分
校
の
必
要
は
、

乙
の
黙
に
も
及
、
ぶ
と
忠
ム
。

一

、

解

経

の

心

得

解
綾
上
の
心
得
に
就
て
は
、
周
永
年
の
議
書
詳
、
江
一
播
著
と
穏
す
る
経
由
学
入
門
、
張
之
、
婦
の
輪
軒
話
、
菜
徳
輝
の
経

態
ヤ
遇
話
法
ハ
の
他
阪
銀
凡
の
古
審
議
校
法
等
、
近
人
諸
家
の
何
者
惑
は
少
く
な
い
、
が
、
践
す
る
所
解
経
上
の
心
得
と
は
、
経
書

を
正
し
く
解
殺
す
る
魚
に
は
如
何
な
る
心
得
に
よ
る
可
き
で
あ
る
か
と
一
瓦
ム
乙
と
の
研
究
に
外
な
ら
ね
。
今
上
速
の
諸

一
五
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書
を
参
酌
し
な
が
ら
若
干
の
修
理
乞
立
て
、
大
別
し
て
市
極
的
と
積
極
的
と
の
二
種
と
し
て
設
現
し
よ
う
。

消
極
的
と
云
ム
の
は
、
焼
く
し
て
は
方
γ
り
ね
と
云
ム
注
意
で
あ
〉
夕
、
，
寂
滅
的
と
一
云
ム
の
は
説
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね

と
…
去
ム
注
訟
で
あ
る
。
前
誌
に
係
舎
と
慮
迭
と
穿
撃
と
を
毅
へ
、
後
者
代
忠
心
結
到
な
ど
が
数
へ
ら
釈
る
で
あ
ら
ヲ
。

先
づ
後
者
か
ら
説
明
す
る
。

積
一
後
的

(
イ
)
目
印
刷
一
心
。

心
を
恥
し
く
し
て
他
を
迩
へ
る
と
云
ム
嘉
は
、
我
々
の
庭
世
の
遂
と
し
て
も
極
め
て
一
五
妥
で
あ
る
が
、

両
氏
で
あ
る
。
さ
て
心
を
厳
し
く
す
る
匁
に
は
先
づ
以
/
ん
己
の
我
執
を
去
か
、

書
物
子
一
例
秘
す
る
上
に
於
て
も
亦
極
め
て

同

mbι
除
か
ね
ば
な
ら
料
。

孔
子
は
曾
て
つ
子
組
v
凶
し
と
一
去
っ
て
、
ぺ
母
ν
問
咋
v
必
母
，
ν
立
公
，
〆
我
し
と
式
ツ
j
t
b
る
、
が
、
比
の
川
以
@
必
よ
け

7
我
を

ー
、
、
士
、
-
・
、
、
.
3

・r'
、、

芯
路
く
と

ν
J
d
M

川
時
に
致
問
物
テ
一
解
殺
す
る
よ
に
於
〈
も
最
も
日
立
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ね

柄
で
あ
る
。

一中山

は
曾
イ
」

子
と
い
ふ
人
の
一
夜
方
を
批
許
し
て
、
っ
損
失
…
訪
山
い
ん
之
給
与
バ
也
し

申
告
チ
下
一
以
)
と
去
っ
て
お
る
。
先

づ
出
乞
収
、
，
p
除
く
に
非
れ
ば
…
総
書
の
意
味
は
正
し
く
鉱
山
科
し
符
な
い
。
す
ベ
て

の
知
さ
合
誌
の
多
い
文
章
は
、
一
校

験
の
、
浅
い
一
人
の
考
を
以
イ
」
無
却
に
仰
併
殺
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
般
に
論
訟
の
一
匂
を
鮮
総
せ
ん

lc
す
れ
ば

E

先
づ

論
…
街
中
の
他
の
文
句
と
参

wm
す
べ
主
で
あ
る
。
総
会
論
…
訟
の
み
な
ら
ず
、
他
の

の
文
句
と
も
相
参
照
す
べ
き
」
で
え
あ

る
。
奇
、
他
の
経
番
の
マ
か
な
ら
ず
、
一
逃
〈
諸
子
。
史
書
等
b
n
一
も
格
参
照
し
て
、
そ
の
節
の
長
没
な
る
解
粧
を
求
ひ
べ
き
で



あ
る
。

此
の
場
合
一
倒
の
考
ど
以
'
て
遮
断
せ
ん
と
せ
ば
、

恐
ら
く
は
蕊
解
そ
失
す
る
で
あ
ら
う
。

慮
心
は
斯
く
の
如
く
解
緩
の
上
に
必
要
な
事
で
あ
る
か
ら
、

宋
代
慰
問
訴
究
の
盛
に
な
っ
た
時
代
に
於
て
は
、

と
れ:

に
関
す
る
幾
多
の
議
場
者
の
訓
告
一
回
が
表
れ
て
ゐ
る
。

張
;横
楽
は

ふ

説
ν
設
問
・
一
タ
疑
、
常
F

円
札
濃
一
一
去
奮
見
一
以
来
工
新
窓
m
¥
朱
子
文
集
間
十
七
/

f
d

袋

詰

子

約

¥

と
。
有
子
は
臼
ム

人
之
怨
ν
事
忠
一
品
先
立
一
一
様
準
ハ
~

(
近
思
銭
、
潟
接
対
)

と
。
米
子
は
虚
心
に
就
て
幾
多
の
一
言
葉
ど
費
し
て
ゐ
る
。

議
書
、
瓦
要
二
虚
心
不
採
寸
問
問
一
一
他
文
義
燈
づ
営
v
不
ν
可
ド
先
立
六
己
意
一
作
ν
勢
川
限
設
印
口
ハ
成
一
一
社
撰
一
不
ν
児
一
一
筆
一
賢
本
意
-
也
。

ヘ
朱
子
文
集
巷
況
十
一
/

/

答

劉

季

章

¥

と
。
叉
臼
く

読
書
之
法
無
ν
他
。
喰
芸
品
ν
志
虚
ν
心
、
反
一
波
詳
玩
、
常
ν
有
弘
山
一
瓦
。
(
畑
一
位
持
一
例
十
五
)

と
。
叉
尽
く

(
一
拍
子
奪
三
J

と
。
此
等
は
何
れ
も
そ
の
設
現
の
仕
方
に
於
て
棺
遣
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
虚
心
の
必
要
を
敬
へ
る
に
於
て
は
共
の
踏
を

以
一
訟
一
一
緊
之
窓
一
説
一
一
部
…
一
資
之
香
山
〉
以
一
一
天
下
之
理
一
日
施
ニ
天
下
之
事
山
一
}

一
に
す
る
も
の
と
苦
情
は
ね
ば
な
ら
ね
。

山乞



一
八

(

ロ

〉

橋
説
。
虚
心
に
次
い
で
必
要
な
す
一
ず
は
務
到
、
部
詳
し
く
徹
底
的
に
経
畳
一
一
日
の
玄
球
を
解
務
し
、

旦
之
を
玩
味
す
る

事
で
あ
る
。
務
到
の
必
要
は
一
一
一
一
回
ふ
ま
で
も
玄
い
事
で
あ
る
が
、
之
に
り
い
て
も
米
子
は
、
コ
ニ
法
し
コ
ニ
到
し
と
云
ム
去
を
数

へ
て
ゐ
る
。
一
ニ
訟
と
は
ィ
、
少
者
熟
読
て
反
譲
餓
駿
て
理
一
鐙
混
合
と
一
一
一
一
ロ
ム
の
が
是
で
あ
る
。
ア
て
の
中
、
少
者

む
べ
き
」
書
物
の
分
量
を
少
く
し
て
毅
切
に
之
を
読
み
破
る
と
一
瓦
ふ
事
で
あ
b
、
反
夜
間
験
と
は
、

勲
一
訟
と
は

一
皮
肉
十

ぴ
修
め
た
事
を
絞
b
返
し
紋
b
悲
し
、
市
も
底
分
の
身
に
つ
け
、
浅
沼
に
蛍
て
は
め
て
球
は
ふ
本
で
あ
ら
ノ
、
担
問
迎
合

と
は
、
己
を
そ
の
教
の
中
に
淡
入
す
る
の
み
な
ら
ず
ー
支
に
そ
の
告
己
の
龍
一
敬
子
}
他
人
に
ま
で
営
て
は
め
符
る
芯
皮
に

玩
味
す
る
と
一
一
一
一
口
ム
事
で
あ
る
。

乙
の
三
法
は
安
比
解
経
の
上
に
そ
の
精
到
を
質
す
所
以
で
あ
7
Q

。
又
一
二
到
と
は
以
到
?

日
到
e

心
判
的
と
一
瓦
ム
'
の
が
日
廷
で
あ
る
。
そ
の
中
限
到
と
は
、
書
物
を

り
に
先
づ
以
て
服
乞
注
、
が
ね
ば
な
ら
ね
と
一
一
日
一
口
ふ

事
で
あ

b
、
口
到
と
は
、
限
で
税
た
事
を
他
日
口
に
出
し
符
る
所
ま
で
行
か
れ
μ
ば
な
ら
ね
と
一
一
一
一
口
ム
一
事
で
あ
b
、
心
到
と

は
、
そ
の
純
子
び
得
た
所
の
も
の
を
心
に
合
符
し
、
常
往
生
協
、

心
の
指
導
者
だ
ら
し
な
る
髭
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
一
一
一
一
口
ふ
事
で
あ
る
。
此
の
三
到
も
亦
将
到
を
致
す
方
法
で
あ
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
北
日
刊
子
と
い
ふ
前
九
千
者
は
、
営
年

の
向
学
者
の
専
問
研
究
の
駿
薄
な
の
を
慨
嘆
し
て
ぺ
小
人
之
町
内
チ
也
、

七
尺
之
紙
一
哉
L
(
劫
挙
結
〉
と

J
J
μ

っ
て
ゐ
る
。
乙
の

入
こ
乎
耳
づ
出
-
一
読
J

口
づ
口
耳
問
、
四
寸
耳
、
為
足
一
二
以
美
一
一

菜
は
米
子
の
所
諮
問
は
到
心
到
ま
で
の
向
学
問
を
誹
っ
た
も
の
で
あ
〉
b

ぅ
。
之
を
今
日
の
問
中
間
芥
の
-
実
際
に

ο
い
て
考
へ
て
見
る
と
、
数
設
に
於
て
耳
に
し
力
事
を
他
日
口
に
出
じ
得
る
者
が

あ
れ
ば
総
し
て
優
等
生
と
い
ム
。
的
ω
待
子
の
つ
口
瓦
問
寸
の
曲
学
L
は
今
5
最
優
等
の
純
子
と
芯
っ
て
ゐ
る
。
多
数
の
m

学
生
は



書
そ
丸
る
一
帯
雲
煙
の
限
を
過
ぐ
る
、
が
如
く
考
へ
て
ゐ
る
。
之
b
n
一
都
し
て
沼
地
過
似
の
純
子
と
一
式
ム
。
雲
煙
過
眼
の
風
一

d

は
断

じ
て
精
到
を
来
す
所
以
で
は
な
い
。

S
E守

手
J
4
f，Uμ

以
上
論
じ
た
一
一
一
項
は
共
に
解
絞
の
心
得
と
し
て
は
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
、
が
、
以
下
論
ぜ
ん
と
す
る
一
二
項
は
共
に
茶

の
治
様
的
な
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
治
磁
的
な
も
の
は
、
常
代
版
桜
的
な
も
の
を
助
く
る
矯
め
に
或
る
辛
子
)
排
除
せ
ん
と

す
る
努
力
の
誌
に
外
な
ら
ね
。
先
づ
虚
心
、
が
解
経
の
心
得
と
し
て
必
要
だ
と
云
ム
、
而
し
て
北
(
』
印
刷
ゅ
心
を
妨
げ
る
も
の
は

同
執
の
考
、
穴
と
一
瓦
ム
¥
が
、
共
の
回
執
の
考
を
以
て
香
代
臨
め
ば
、

必
ず
待
命
日
や
穿
愁
の
弊
に
陥
る
か
ら
、

そ
乙
で
消
極

J

的
に
此
銭
す
の
も
の
を
取
除
く
工
夫
、
が
必
妥
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

ハ
イ
)

待
合
。

ぷ
て
、
係
舎
と
一
瓦
ム
一
挙
は
寅
に
非
ぎ
る
辛
子
}
添
加
し
て
、
相
川
辺
に
己
の
最
初
の
考
を
賞
か
ん
と
す
る
事

で
あ
る
。

乙
の
弊
容
は
吉
人
も
一
段
代
経
験
し
た
と
乙
γ

の
で
あ
っ
て
、
今
人
の
み
の
失
で
は
な
い
。
菜
徳
的
仰
は
曾
て
待
合
同

を
一
警
し
む
可
し
と
云
ム
'
文
章
の
中
に
、
古
か
ら
の
率
者
の
陥
つ
だ
ん
文
例
を
山
本
げ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
u却
を
説
明
す
る
の
に

淡
入
は
災
関
決
紳
喰
を
以
て
せ
ん
と
し
、

又
参
同
契
を
以
て
せ
ん
と
す
る
。
六
朝
の
人
は
老
症
を
以
て
せ
ん
と
し
、
宋
の

際
携
は
図
書
を
以
て
し
、
郁
子
は
皇
極
致
理
を
以
て
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

い
づ
れ
も
待
合
で
あ
る
。
又
決
範
を
説
明
す

る
の
に
、
淡
人
は
五
行
災
呉
を
以
て
し
、
来
の
筆
者
は
河
協
格
帯
一
一
同
を
以
て
せ
ん
と
す
る
。

い
づ
れ
も
併
合
で
あ
る
。
又

詩
蓄
を
設
く
の
に
淡
人
は
凶
始
五
際
を
以
て
せ
ん
と
し
、
宋
入
は
叶
韻
を
以
て
せ
ん
と
す
る
等
、

い
づ
れ
も
ほ
舎
で
あ

ブL



ニ
O

る
。
昇
、
他
春
秋
に
於
て
も
般
に
於
て
も
乙
れ
に
類
す
る
も
の
が
甚
だ
多
い
と
一
瓦
ふ
乙
と
を
例
示
し
最
後
に
つ
以
一
一
待
合
一

山
山

ν
之
、
先
古
今
向
学
者
之
大
病
也
L

と
喝
破
し
て
ゐ
る
。
誠
に
至
一
一
一
一
同
と
云
ム
ベ
主
で
あ
る
。
菜
徳
輝
の
此
の
訟
は
一
時
代
一

ゲ
一
議
じ
て
の
偲
舎
の
傾
向
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
低
舎
の
傾
向
は
時
代
の
外
、

一
偶
人
各
代
亦
乙
れ
あ
る
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。

乙
れ
皆
虚
心
な
ら
ゴ
る
の
致
す
所
で
あ
る
。

ハ
ロ
)

取
選
。
待
合
と
相
関
係
す
る
事
は
虚
迭
で
あ
る
。
虚
迭
と
は
有
ら
ま
る
事
を
新
に
迭
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

許
慌
は
曾
て
説
文
の
序
に
於
て
、
今
日
の
人
々
は
援
に
向
っ
て
知
る
可
か
ら
百
る
の
者
を
鹿
悲
し
、
常
行
を
料
波
乱
し
て

以
て
世
に
耀
か
す
と
一
去
っ
て
ゐ
る
、
が
、

仏
仙
の
摺
銭
虚
迭
の
弊
は
淡
代
よ

b
肢
に
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
我
々
は
経
撃
を
鮮

粧
す
る
に
臨
ん
で
は
、

一
一
共
の
文
民
午
、
文
句
の
根
本
を
苓
ね
、
来
箆
を
正
し
、
決
し
て
あ
ら
ゴ
る
所
の
も
の
右
虚
諮

し
て
、
以
て
無
迎
に
北
ハ
の
意
味
の
遜
ぜ
ん
乙
と
を
計
り
て
は
な
ら
な
い
。

ハ

川

)

内
野
態
。
待
合
と
路
冷
相
似
た
る
弊
容
に
穿
懇
と
一
五
ム
一
帯
が
あ
る
。
穿
撃
と
は
、

文
を
読
み
立
匂
を
鮮
総
す
る
上

に
、
文
章
に
は
定
吉
用
ひ
て
、
あ
ら
ぬ
も
の
を
、
穿
ち
求
め
ん
と
す
る
事
で
あ
る
。
智
者
は
往
々
に
し
て
、

乙
の
倣
怖
に

陥
る
。
託
子
は
嘗
て
つ
所
ν
伶
}
一
於
智
一
者
、
活
一
一
法
(
盤
一
也
O
L
ハ
離
宴
下
お
)
と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
乙
の
修
身
の
上
の
戒
は
取
っ
℃

以
て
経
警
の
解
税
の
上
に
も
心
す
ベ
主
事
で
あ
る
。
古
書
は
良
ら
古
到
に
従
っ
て
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
断
じ
℃

後
世
の
新
し
q
訓
に
由

b
て
仰
併
殺
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
此
の
黙
を
以
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
絞
設
刊
の
併
殺
は
淡
庶
の

古
訟
に
よ
っ
て
解
殺
す
る
率
、
が
先
づ
泊
常
で
あ
る
と
去
は
ね
ば
な
ら
お
。
庶
は
米
よ
b
も
書
く
、
決
は
更
に
庶
よ
b
も



古
い
、
そ
れ
だ
け
経
書
の
梨
作
年
代
代
初
近
い
誇
で
あ
る
。
此
等
の
古
注
は
我
々
今
日
の
考
を
以
て
す
れ
ば
、
動
も
す

れ
ば
そ
の
常
を
符
ま
る
如
く
考
へ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
の
知
ら
ま
る
所
代
於
て
、
古
意
ル
パ
一
伴
へ
て
円
。

る
所
、
が
可
成
多
く
あ
る
事
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ね
。

宋
比
一
品
ぬ
っ
て
経
書
の
仰
併
殺
が
一
越
せ
ら
れ
た
。
淡
府
の
古
一
訓
レ
パ
}
拾
て
¥
告
ら
の
意
を
以
て
一
泌
を
似
…
別
枠
せ
ん
と
す
る
風

が
生
じ
て
ゐ
た
。
と
云
ふ
の
は
営
時
2

は
よ
問
思
想
、
が
勃
興
し
て
、
北
(
が
経
舎
の
解
殺
の
上
に
も
影
響
し
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
主
安
石
の
学
設
の
知

3
は
、
党
ハ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ら
ラ
。

主
安
石
は
虫
己
の
計
霊
せ
る
z

訴
訟
を
世
代
行
は
ん
と
す
る
熱
意
の
あ
ま

b
、
我
、
が
新
訟
が
悲
く
関
川
{
V
M

に
根
擦
を
有
す

る
と
一
試
ふ
事
を
主
張
し
た
。
併
し
乍
ら
在
来
の
文
字
の
訓
緯
を
以
て
田
川
官
を
読
め
ば
、
決
し
て
王
安
石
の
新
法
と
苅
官

の
秘
皮
と
の
一
致
を
主
張
す
る
事
は
出
来
な
い
。
是
に
於
て
学
設
と
格
す
る
辞
書
を
編
纂
し
て
、
そ
の
鮮
輩
出
に
於
て
局

ん
民
事
ゲ
}
解
絡
し
て
、
新
法
を
設
間
関
す
る
に
都
令
の
良
い
字
訓
を
記
載
し
た
の
で
あ
る
。
蘇
束
攻
は
奇
才
縦
横
の
向
学
者
で

あ
る
、
が
、
共
人
、
が
蛍
時
盛
代
王
安
石
を
邦
撒
槻
弄
し
た
話
、
が
随
筆
十
代
裁
っ
て
ゐ
る
。
王
安
石
は
波
の
字
を
説
明
し
て
波

は
水
の
皮
で
あ
る
と
一
去
っ
た
。
所
、
が
蘇
東
坂
は
直
ち
に
反
問
し
て
、
然
ら
ば
滑
と
一
疋
ム
字
は
水
の
骨
で
あ
る
か
と
云
つ

た
。
叉
或
る
持
安
石
は
、
鳩
と
い
ム
文
字
が
何
故
に
九
烏
と
か
く
の
で
あ
る
か
と
一
瓦
ム
設
現
代
苦
心
を
し
て
居
た
。
共
の

時
、
森
来
攻
は
誘
拐
し
て
、
そ
れ
は
詩
経
の
文
句
に
よ
る
、
詩
経
の
中
に
つ
鳴
鳩
在
ν
桑
。
共
子
七
今
し
と
出
て
ゐ
る
、

子
供

が
七
つ
で
父
と
母
と
が
思
ぬ
る
か
ら
、
そ
乙
で
九
烏
を
鳩
と
す
る
の
で
あ
る
と
答
へ
た
。
安
石
は
初
め
大
い
に
共
の
設
を



喜
ん
で
ゐ
だ
が
、
後
に
歪
λ

ジ
蘇
束
攻
十
代
鱗
奔
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
搭

b
、
甚
だ
し
く
恥
れ
り
だ
と
云
ふ
乙
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
長
等
は
そ
の
施
端
な
例
を
奉
げ
た
の
で
あ
る
、
が
、
我
'
Q

も
注
意
を
怠
れ
ば
往
ん
ザ
に
し
て
か
¥
る
穿
撃
の

弊
に
陥
る
の
で
あ
る
。

来
代
の
務
者
が
動
も
す
れ
ば
穿
撃
の
弊
に
陥
つ
だ
事
は
上
惑
の
遜

b
だ
が
、
併
し
流
石
に
米
子
等
の
経
恭
一
一
同
の
解
務
に

は
共
の
弊
は
少
な
い
。
人
は
米
子
の
注
十
一
新
注
と
稀
し
、
是
を
淡
↑
肢
の
古
注
と
分
け
ぺ
と
し
て
ゐ
る
、
が
、
仔
細
に
紡
検

す
れ
ば
、
米
子
の
注
は
、
八
九
分
通

b
淡
庶
の
古
注
に
由
っ
て

b
る
事
を
後
見
す
る
で
あ
ら
う
。
此
が
一
つ
は
米
子
の

注
の
今
日
比
五
る
ま
で
共
の
控
佼
乞
維
持
し
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。

尚
一
気
殺
の
勢
を
都
し
て
切
一
一
一
文
生
義
と
一
去
ム
。
望
文
生
義
と
は
、
文
字
古
見
、
文
章
子
)
見
て
、
勝
手
に
白
ら
の
意
義
を
之

に
附
加
す
る
事
で
あ
る
。
拐
の
如
く
に
し
て
俄
b

k
僚
理
の
仏
絞
り
だ
設
明
、
が
出
来
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
部
審
議
…
設
と

絡
す
べ

3
も
の
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
本
文
の
原
義
で
は
な
い
。

昔
、
郊
の
都
に
庇
っ
て
手
祇
を
来
に
法
ら
ん
と
す
る
入
、
が
あ
っ
だ
。
執
事
に
命
じ
て
、
そ
の
手
紙
ど
脅
か
せ
て
ゐ
る

時
代
、
あ
か
'
り
を
と
る
必
姿
。
か
あ

ο
て
ベ
傘
ν
妨
L
と
命
じ
た
。
然
る
に
共
の
執
事
は
悩
倒
的
を
怒
げ
る
代
ら
に
器
地
の
二
学

を
手
紙
の
中
代
認
め
だ
。
そ
の
手
紙
レ
ネ
紙
一
代
遺

b
日
開
け
れ
八
時
、
燕
の
殿
様
は
さ
て
乙
の
奉
燭
の
二
字
の
説
明
、
が
つ
か
な

ぃ
。
色
々
穿
撃
し
た
結
果
、
燭
は
明
る
い
も
の
で
あ
る
、
協
を
悲
げ
よ
と
は
、
明
か
な
る
人
を
抜
擢
せ
よ
と
い
ふ
意
味
で

あ
ら
う
と
云
っ
て
、
盛
代
賢
者
を
採
用
し
だ
。
と
れ
が
怨
に
燕
の
閣
は
大
い
に
治
つ
だ
と
云
ム
事
で
あ
る
。
只
然
し
乍



ら
、
そ
れ
は
断
七
て
穆
燭
の
原
義
で
は
な
い
。
か
¥
る
傍
倖
の
結
果
を
税
む
ゑ
に
、
か
¥
る
務
穿
の
弊
比
陥
る
べ
き
で

な
い
。
仏
比
率
は
怒
番
の
解
稼
に
於
て
我
々
の
特
に
注
意
す
べ
き
所
で
あ
る
。

問
、
訓

5古

如
何
な
る
研
究
法
も
1

或
は
如
何
な
る
解
経
訟
も
、
此
、
が
基
礎
た
る
一
誠
一
誌
を
忽
諸
に
附
し
て
は
、
何
等
の
成
功
を
も
符

な
い
も
刀
で
あ
る
。
ノ
ぬ
の
姑
か
ら
云
へ
ば
、
前
誌
は
解
経
の
基
礎
中
の
基
礎
と
思
ム
。
今
此
の
訓
一
一
刊
に
就
一
い
て
略
説
す

る
に
先
立
ク
て
、
訓
話
と
一
広
ふ
言
葉
の
訓
訟
を
説
明
し
よ
ラ
。
爾
雅
の
琉
の
設
明
す
る
所
に
依
れ
ば
、
訴
は
道
也
、
と

去
っ
て
居
る
。
共
の
揚
会
の
道
と
は
形
貌
の
意
味
で
あ
る
。
誌
と
は
古
丹
市
で
あ
る
、
古
一
一
一
一
問
、
と
は
今
の
一
一
一
一
川
菜
を
以
て
古
の

言
葉
ぞ
鮮
総
す
る
と
云
ふ
意
味
々
あ
る
。
す
と
ん
っ
と
は

bn}
異
に
し
て
ゐ
る
。
之
を
解
務
し
て
を
人
代
'
知
ら
し
め
る
の

が
、
部
ち
誌
で
あ
る
。
詰
は
又
単
に
古
と
も
護
く
。
古
、
?
と
去
よ
文
字
は
十
口
代
打
川
ム
も
の
で
あ
る
。
皐
一
党
前
一
一
一
訟
を
設
す

の
意
味
で
あ
る
。
一
新
く
の
如
く
考
へ
て
来
れ
ば
、
誠
一
誌
と
は
昔
の
言
葉
少
)
今
の
一
言
葉
に
解
務
す
る
意
味
に
外
な
〉
b
ぬ。

然
る
に
す
と
今
と
で
は
一
一
一
一
回
菜
の
上
に
、
或
は
文
字
の
上
に
、
幾
多
の
滋
濯
が
あ
る
の
で
、
す
の
一
一
言
葉
を
正
し
く
今
の
意

-
球
に
制
的
問
持
す
る
事
は
、
実
に
容
易
な
〉
b
ま
る
事
柄
で
あ
る
。
若
し
文
字
の
今
日
遁
行
の
意
味
を
以
て
古
書
を

ひ
な
ら

ば
、
己
に
訴
討
を
離
れ
た
る
方
法
で
あ
ク
て
、
異
の
古
刊
誌
闘
の
意
味
を
把
握
す
る

は
出
来
な
い
。
訓
誌
の
向
学
の
必
要
は

震
に
此
の
殿
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

人
円
B
部
詰
の
一
止
し
い
も
の
と
し
て

へ
ら
れ
て
居
る
書
物
は
、
何
と
一
去
り
て
も
一
橋
雅
を
以
て
最
古
の
第
一
畳
間
と
す
べ



二
四

き
で
あ
ら
ラ
。
然
ら
ば
叡
維
と
は
果
し
て
如
何
友
る
書
物
で
あ
る
か
。
第
一
瞬
雅
と
は
弥
)
何
の
意
味
で
あ
る
か
。
劉

当
…
照
の
務
名
に
於
て
は
、
留
と
は
郎
防
也
、
吸
は
を
也
、
雅
は
義
也
、
義
は
正
也
、
と
一
一
一
一
口
っ
て
ゐ
る
。
市
し
て
更
に
一
一
一
一
口
菜
子
}

つ
い
で
つ
五
方
之
一
一
一
日
不
ν
向
車
皆
川
払
吋
一
近
正
一
免
く
五
也
し
と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
と
の
設
明
に
依
れ
ば
、
爾
と
は
近
い
と
一
五
ム
意

一
味
で
あ
，
夕
、
殺
と
は
正
し
い
と
一
五
ム
意
味
で
あ
る
。
営
時
五
方
の
一
一
一
一
回
葉
が
各
地
各
地
に
於
て
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
故

は
と
の
務
総
を
作
っ
て
、

一
止
し
主
に
近
づ
け
ん
と
す
る
と
い
ム
の
が
、
そ
の
命
名
の
意
味
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
乙
の
外

陸
篠
坊
の
稼
文
に
於
て
は

E

爾
は
抵
也
、
雅
は
正
也
、
一
一
一
一
向
可
こ
近
間
取
仁
止
也
)
と
一
一
一
一
向
。
て
ゐ
る
、
が
、
大
競
は
別
枠
名
と
別
設

マ
は
な
い
。
他
に
異
設
も
無
い
か
ら
、

と
れ
が
恐
ら
く
は
共
の
原
義
で
あ
っ
た
ら
ζ

ノ。

解
雅
が
訓
話
に
於
℃
重
ん
ぜ
ら
る
¥
一
つ
の
主
主
る
原
因
は
、

そ
の
作
者
、
が
極
め
て
会
い
時
代
に
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
作
者
の
何
人
で
あ
る
か
に
就
い
て
は
多
く
の
異
設
が
あ
る
が
、
古
き
は
之
を
舟
公
代
托
し
、
新
し

3

も
漢
初
に
下
れ

b
y
c
匁
す
も
の
は
な
い
。
貌
の
張
読
は
康
雅
宏
進
む
る
表
を
作
っ
て
ゐ
る
が
そ
の
中
に
も

昔
在
潟
公
続
一
{
接
続
漠
↓
宗
~
一
奨
文
武
づ
克
定
二
四
日
海
づ
数
一
一
相
成
主
心
六
年
制
ν
磯
、
以
導
一
一
天
下
ゆ
箸
こ
爾
雅
一
策
↓
以
務
一
一

ナ
マ
聡
沼
O

J
J
/
J

叩

と
古
川
っ
て
ゐ
る
。
府
公
著
作
設
は
、
乙
の
文
に
基
く
の
で
あ
る
。
併
し
張
技

2

は
身
も
4
1
・
必
ず
し
も
周
公
の
著
作
設
を
一
信
じ

て
は
ほ
ぬ
ら
な
い
。
故
に
そ
の
次
に
於
て
、
今
俗
に
待
へ
て
ゐ
る
一
務
雅

絡
は
或
は
仲
尼
の
増
す
と
と
ろ
で
あ
る
と
い
ふ

も
の
も
あ
b
、
子
夏
の
増
す
と
乙
ろ
で
あ
る
と
い
ふ
も
の
も
あ
在
、
或
は
涼
都
の
梁
文
の
考
ム

間
別
で
あ
る
と
い
ム
も



の
が
あ
っ
て
、
そ
の
停
設
の
可
否
は
決
定
し
難
い
と
言
っ
て
ゐ
る
。
張
誌
が
此
の
如
く
幾
多
の
設
を
列
塚
、
む
た
の
に
は
専

張
抹
以
前
の
文
献
に
各
々
根
擦
が
あ
る
の
で
あ
る
。
今
一
一
一
一
一
を
列
壊
し
て
見
だ
い
。
そ
の
中
、
孔
門
の
作
な
b
と
し
℃

ゐ
る
も
の
は
楊
雄
の
方
言
で
あ
b
、
劉
矧
の
線
字
篇
(
文
心
彫
認
の
中
の
)
で
あ

F

夕、

叉
鄭
玄
の
駁
五
経
異
義
(
毛
詩
一
泰

離
正
義
引
)
で
あ
る
。

方
一
一
一
日
で
は
孔
子
の
内
入
、
一

mも
子
併
・
子
一
皮
の
人
々
の
作
っ
た
も
の
守
、
六
議
を
解
務
す
る
も

の
で
あ
る
と
説
明
し
、
線
字
待
で
は
人
を
拐
さ
ず
、
唯
孔
子
の
門
人
の
編
纂
で
あ
っ
て
、
詩
書
之
襟
殺
で
あ
る
と
い
ひ
、

駁
五
経
異
義
で
は
、
此
亦

λ
レ
バ
}
採
寸
己
申
す
、
唯
孔
子
の
門
人
の
作
で
六
裂
の
旨
を
解
務
す
る
も
の
で
あ
る
と
一
一
ニ
ロ
っ
て
ゐ
る
。

以
上
の
如
く
税
務
の
作
者
ど
或
は
周
公
或
は
孔
子
の
門
人
と
な
し
て
ゐ
る
者
は
あ
る
が
、
窓
際
に
就
い
て
調
べ
て
え

る
と
、
爾
雅
の
説
明
は
多
く
…
一
山
内
経
の
宅
待
の
解
殺
と
一
致
し
、
立
爾
雅
に
説
明
し
て

b
る
文
字
は
、
詩
経
以
外
の
文
字
に

殆
ん
ど
及
ん
で
ゐ
な
い
。
故
に
之
を
以
て
毛
停
の
作
者
と
関
係
あ
る
も
の
と
認

U
る
議
論
、
が
宋
以
後
起
っ
て
来
た
。
致

問
腕
備
の
…
一
狩
本
義
で
は

3

爾
殺
は
秦
淡
時
代
の
人
で
詩
を
向
学
ん
だ
者
、
が
誌
の
説
明

E

博
士
の
解
詰
を
集
め
た
も
の
で
あ
ら
ヲ

と
一
一
一
一
回
っ
て
居
b
、
叉
葉
夢
得
も
路
間
一
の
意
見
を
遮
べ
て
、
爾
雅
の
中
、
一
言
葉
は
大
鰐
詩
経
の
中
の
一
一
一
一
円
薬
代
過
ぎ
な
い
草

市
し
て
多
く
は
宅
氏
の
設
を
正
し
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
多
分
渓
代
の
人
の
作
で
あ
ら
ラ
と
一
一
お
っ
て
居
る
。
こ

の
外
致
説
あ
る
、
が
、
大
枝
同
様
の
議
論
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
爾
雅
は
詩
経
と
最
も
多
く
関
係
争
」
有
し
、

宅
氏
と
最
も

多
く
関
係
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
、
大
蹴
淡
初
の
人
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
併
し
慮
々
に
、
同
文
の
重
複
し

て
出
る
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
料
冷
の
名
の
如
主
は
務
地
の
部
に
も
出
て
居
れ
ば
、
務
烏
の
部
に
も
出
て
ゐ
る
。
か
¥
￥

二
五



一一六

る
熱
か
ら
考
へ
て
見
る
と
)
或
は
一
人
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
い
ふ
疑
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
さ
'
り
な

が
ら
何
れ
に
せ
よ
、
渓
初
ま
で
の
入
の
手
に
成
。
た
も
の
と
す
れ
ば
、
殊
に
詩
経
を
議
む
者
と
し
て
は
、

必
ず
参
酌
せ

ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
a
J
N
綬
以
外
の
経
書
に
就
て
も
、
古
い
訓
誌
を
倖
へ
た
も
の
と
し
て
雰
章
一
す
べ
き
で
あ
る
。

慨
ル
仰
に
核
倣
し
、
或
は
仏
ん
の
後
レ
パ
}
緩
い
だ
も
の
に
、
炭
雅
・
博
雅
以
下
の
所
諮
五
雅
な
る
も
の
が
存
す
る
。
十
句
く
も
訓

叫

M
V
}
明
か
に
せ
ん
と
す
れ
ば
、
先
づ
此
等
の
盛
岡
物
を
精
読
す
る
を
必
要
J

と
す
る
。
併
し
な
が
ら
平
に
此
等
の
五
雅
を
総

な
の
み
な
ら
ば
、
此
亦
必
ず
し
も
十
分
ど
は

へ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
此
に
は
文
字
の
致
の
制
限
、
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

然
ら
ば
そ
の
散
を
裕
ム

K
は
如
何
な
る
方
法
に
依
る
べ
き
で
あ
る
か
。

あ
b
~
二
つ
は
淡
代
の
向
学
者
の
経
設
を
吟
味
す
る
乙
と
で
あ
b
、
一
ニ
つ
は
清
朝
人
の
考
詮
翠
の
結
果
を
参
照
す
る
乙
と

一
ク
は
先
秦
時
代
の
諸
子
宮
精
設
す
る
乙
と
で

で
あ
る
。
先
泰
の
諸
子
は
古
を
去
る
と
と
遠
か
ら
ず
、
共
の
防
御
ム
る
所
の
字
義
は
多
く
経
書
の
原
義
を
侍
へ
て
ゐ
る
。

漢
代
の
務
者
は
一
一
夜
火
比
一
氾
せ
ち
れ
て
後
、
世
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

凡
ゆ
る
同
学
問
の
研
究
法
に
従
事
す
る
に
先
立

っ
て
、
先
づ
、
古
の
正
し
い
訓
日
話
を
得
る
と
と
に
努
力
し
た
。
叉
清
朝
忙
な
る
と
、
帝
王
の
奨
率
、
人
才
の
輩
出
相
侠

っ
て
、
凡
ゆ
る
接
関
の
後
迭
を
途
げ
た
が
、
殊
に
金
石
・
甲
骨
等
を
基
と
せ
る
宇
準
並
民
一
耳
目
践
の
惑
の
後
遼
等
に
つ
れ
て
、

古
人
の
未
だ
嘗
っ
て
想
到
し
な
か
り
だ
所
の
訓
誌
の
後
見
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
、
3
寅
俗
で
あ
る
か
ら
、
我

ん
々
後
人
が
訓
…
誌
に
就
い
て
懸
ば
ん
と
欲
す
れ
ば
、
先
づ
此
の
一
一
一
方
認
に
就
い
て
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
し

て
共
の
一
一
一
方
磁
の
補
助
を
以
て
訓
話
の
研
究
の
助
け
と
な
誌
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



五
、
総
注
に
関
す
る
諸
名

経
脅
の
注
側
特
番
を
何
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
、
或
は
叉
す
か
ら
何
と
呼
ん
で
ゐ
だ
か
、
更
に
そ
の
各
に
依
っ
て
幾
分

の
相
還
が
あ
る
か
な
い
か
。
ぞ
れ
等
代
就
い
て
大
協
の
説
明
ど
施
し
て
見
た
い
と
思
ム
。

終
舎
の
解
稼
は
台
い
時
代
代
於
て
は
、
多
く
停
ー
と
呼
ぴ
詑
と
呼
ん
で
ゐ
だ
。
共
れ
が
戦
問
問
か
ら
漢
に
五
る
と
多
く
故
骨

微
e
遜
@
議
等
の
諸
積
の
名
で
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
立
(
れ
、
が
大
勢
で
あ
る
。
小
川
そ
の
後
代
五
つ
て
は
或
は
注
と
一
一
一
一
円
ひ
或
は
疏

と
言
以
、
一
芳
し
く
は
説
話
@
解
一
向
ム
ヰ
匂
@
集
解
@
義
疏
@
正
義
・
義
賛
等
の
誇
名
も
起
っ
た
も
の
で
あ
る
今
止
等
の
各
市
吋

に
就
て
略
説
し
て
み
よ
う
。

俸
と
は
停
で
あ

b
又
逮
で
あ
る
。
停
は
停
な

b
と
は
、
後
の
人
の
減
る
所
を
侍
へ
一
不
す
と
一
一
一
一
口
ム
意
味
で
あ

b
、
停
は

還
な
λ

リ
と
は
、
逮
は
我
、
が
閣
の
燦
停
で
あ
っ
て
、
焼
か
ら
川
町
村
民
停
へ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

了
皮
共
殺
に
後
の
人
代
或
る

之
と
を
停
へ
一
不
す
と
い
ふ
の
、
が
そ
の
涼
義
で
あ
る
。
随
っ
て
斯
く
並
べ
て
来
る
と
、
停
と
は
必
ず
し
も
経
書
の
注
務
と
一
一
一
一
月

ぶ
意
味
で
は
な
い
。
寧
ろ
正
し
き
」
遣
を
後
の
世
代
侍
へ
一
不
す
ま
所
を
格
し
て
停
と

っ
た
の
、
が
、
共
の
元
来
の
意
味
で
あ

る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
部
ち
怒
、
が
或
は
機
の
総
総
、
若
し
く
は
径
と
い
ム
意
味
か
ら
蒋
じ
て
物
の
根
本
と
な

b
、
始

め
と
な
る
所
の
港
を
停
へ
る
と
一
一
一
一
円
ふ
意
義
か
ら
、
怒
、
が
邸
ち
帝
一
向
の
名
と
な
っ
た
と
同
様
代
、
俸
と

ム

一
茶
も
亦
、
後

人
代
体
へ
る
と
い
ふ
意
か
ら
将
じ
て
総
て
の
書
物
の
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
給
っ
て
共
営
初
に
於
て
は
停
と
い
ム
一
一
請

に
は
決
し
て
絞
ま
仰
の
解
説
と
い
ム
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

炉と



/¥. 

設
子
の
設
内
の
中
に
、
或
は
っ
待
日
L
と

ひ
E

又
は
っ
於
ν
停
有
ν
之
し
と

っ
て
ゐ
る
部
分
、
が
あ
る
、
が
二
仰
れ
も
待
問
の
意

味
で
は
な
く
し
て
、
典
絡
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
命
才
一
(
代
一
む
い
用
例
は
有
子
に
も
甚
だ
多
く
、
そ
の
他
持
非
子
・
長
子
・

日
兵
器
秋
等
の
所
謂
諸
子
類
に
も
、
甚
だ
多
い
。
共
に
停
を
一
般
の
書
と
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
比
企
(
後
代
於

て
、
停
は
絞
殺
刊
の
解
脱
仰
の
意
味
代
将
じ
て
来
た
。
停
は
経
を
迷
ぶ
る
所
以
な

b
と

ふ
歓
揚
備
の
春
秋
論
の
一
一
三
来
は
、
最

も
よ
く
共
の
意
を
表
し
た
も
の
と

ム
ベ

3
で
あ
ら
う
。
尤
も
之
代
先
立
っ
て
、
王
充
は
共
著
論
街
の
正
設
に
於
て
、
主

人
共
の
綴
ケ
一
作

b
、
長
者
北
(
の
俸
を
作
る
と
一
一
一
一
同
ぴ
、
叉
博
物
志
は
部
一
一
人
の
制
作
を
経
と
日
ひ
ぷ
凡
人
の
若
惑
を
停
と

ム

と
一
一
け
っ
て
ゐ
る
が
、

と
れ
亦
俸
が
綬
の
仰
併
殺
で
あ
る
と
い
ふ
一
辛
子
)
一
椛
獄
の
間
に
格
へ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ら
う
。

宅

の
正
義
に
於
て
は
斗
伴
通
一
一
立
(
義
一
也
L

と一一
J
M

ひ
芹
一
体
の
正
義
に
於
て
は

t

体
経
一
一
経
義
づ
停
一
二
一
小
一
後
人
一
也
、
し
と

o 

て
ゐ
る
。
此
位
?
に
依
っ
て
解
経
の
名
と
し
て
の
停
の
立
味
は
擁
立
し
た
の
で
あ
る
。
孔
子
、
が
去
秋
bn}
卦
げ
か
れ
た
後
、
ヶ
~

ヰ
ゲ
}
併
称
す
る
三
つ
の
渋
川
物
、
が
出
来
た
。
友
弐
停

φ

穀
梁
停
@
公
平
伴
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
市
し
て
経
舎
の
解
釈
，
K
侍
bA)
用

b

だ
最
初
の
も
の
も
、
亦
乙
の
三
停
で
あ
る
。

と
は
記
録
す
る
事
で
あ
る
。
放
に
元
来
は
侍
と
同
じ

r

椋
に
経
常
一
日
の
鮮
制
作
と
い
ふ
立
政
代
は
常
ら
な
い
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
古
に
於
い
て
は
察
関
は
総
て
口
授
で
あ
り
た
。
そ
の
口
授
せ
ら
れ
だ
も
の
を
後
に
去
っ
て
一
記
録
す
れ
ば
、

そ
の
記
録
が
解
稼
と
な

b
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
く
て
又
一
誌
と
い
ふ
も
の
、
が
経
常
門
の
解
殺
の
立
代
使
ば
れ
る
に
歪
?

だ
の
で
あ
る
。



先
奏
時
代
、
代
総
が
存
在
し
て
庇
っ
た
。
そ
の
殺
が
今
日
の
潟
織
で
あ
る
か
、
儀
殺
で
あ
る
か
、
若
し
く
は
他
の
別
の
も

の
で
あ
ク
だ
か
は
疑
問
の
存
す
る
所
で
あ
る
、
が
、
少
く
と
も
孔

の
時
代
代
和
す
る
所
の
六
経
の
中
に
此
の
般
の
存
し

だ
事
は
一
併
は
れ
な
い
事
究
で
あ
る

o
mし
て
淡
代
比
一
点
ク
て
、
裁
徳
e

裁
訪
中
の
二
人
、
が
、
そ
の
総
代
就
て
伴
へ
m
仰
い
だ
所

や
}
綿
撰
し
て
一
つ
の
書
物
ケ
一
作
つ
だ
。
此
が
今
日
浅
っ
て
ゐ
る
大
裁
総
記
、
及
び
小
法
総
記
邸
ち
今
日
の
総
記
で
あ
る
。

と
の
大
誠
純
一
記
及
び
小
裁
総
記
は
卸
ち
六
経
の
小
の
般
の
解
耕
一
と
見
る
率
、
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
之
の
二

番
が
記
と
い
ふ
文
字
を
佐
燃
の
し
誌
に
用
ゐ
だ
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
命
館
記
正
義
代
於
て
は
、
一
誌
と
い
ふ
文
字
を
設
別

し
て
つ
挟
ν
所
ν
郎
、
編
市
川
以
L
と一
V

一
円
。
て
ゐ
る
。
以
て
そ
の
応
義
佐
知
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

故
と
一
一
一
パ
ム
'
の
は
或
は
訪
と
も
書
い
て
ゐ
る
。
何
故
に
経
サ
一
刊
の
仰
肝
移
を
放
と

ム
か
。
之
に
就
い
て
は
色
々
の
説
明
、
が

施
さ
れ
て
ゐ
る
。
名
義
考
に
引
い
て
ゐ
る
一
政
的
十
日
の
設
代
依
る
と
誌
と

か
に
す
る
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
庇
b
、

ふ
の
は
設
内
物
に
減
せ
て
ゐ
る
事
物
の
故
を

mp

又
後
淡
設
問
の
成
松
停
で
は
、
っ
誌
は
一
帯
也
、
北
(
の
事
の
意
を
解
す
る
を

ム
L 

と
説
明
し
て
ゐ
る
。
或
は
又
袋
一
知
随
筆
の
各
六
…
税
制
的
之
名
と
云
ふ
文
章
に
於
て
は
、
っ
放
と
は
共
の
お
義
を
遜
ず
る
也
O
L

と
説
明
し
て
ゐ
る
。
新
く
の
如
く
に
色
々
の
解
料
、
が
あ
っ
て
一
様
で
は
な
い
、
が
、
併
し
乍
ら
恐
ら
く
は
成
松
停
の
つ
詰

は
事
也
と
云
ム
解
料
、
が
最
も
最
初
の
根
本
的
の
意
味
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
故
の
文
字
に
は
始
め
か
ら
事
也
と
一
去
ム
訓

が
あ
る
。
共
の
黙
に
於
て
、
故
と
誌
と
は
相
通
ず
る
の
で
あ
る
。
部
ち
事
一
一
回
物
に
載
せ
て
ゐ
る
事
の
お
義
を
切
か
に
す
る

?
と
云
ム
撚
か
ら
経
堂
げ
の
解
終
と
云
ふ
意
味
に
蒋
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
抜
て
此
の
故
と
一
去
F
F
字
を
緩
解
の
意
味

二
九



。

代
用
ひ
た
最
初
は
一
持
経
の
魯
故
、
或
は
韓
故
等
、
が
是
で
あ
る
、

又
此
の
故
及
び
誌
は
他
の
文
字
左
結
び
つ
い
て
同
じ
く

解
経
の
意
味
に
用
ひ
る
事
が
あ
る
。
例
へ
ば
解
一
誌
の
如
さ
、
或
は
叫
服
部
停
の
如

3
是
で
あ
る
。
此
等
を
用
ひ
た
最
初
の

書
物
は
ゆ
一
一
関
経
の
夏
侯
解
話
、
公
羊
停
の
公
羊
何
氏
解
詰
及
び
詩
経
の
毛
詩
一
一
一
州
訓
停
の
如
主
、
が
是
で
あ
る
。

微
と
は
、
符
務
的
鋒
の
説
明
す
る
尻
に
よ
る
と
、
立
(
の
事
一
一
向
の
よ
中
に
現
は
れ
て
居
る
微
旨
を
稗
す
る
と
云
ム
事
が
突
の

原
義
で
あ
る
。
州
似
て
此
の
文
字
を
解
経
の
各
に
用
ひ
た
最
初
の
も
の
は
、
春
秋
の
左
氏
徴
、
鐸
氏
徴
、
張
氏
倣
等
、
が
是
で

あ
る
。遜

と
は
、
兵
の
意
味
を
通
ず
る
と
云
ム
一
帯
、
が
応
義
で
あ
〉
b
ラ
。
但
し
、

乙
れ
に
つ
い
て
は
未
だ
迎
営
な
る
解
終
を
施

し
た
も
の
を
え
な
い
。
限
設
文
の
つ
疏
L

と
一
瓦
ム
字
め
鮮
側
伴
に
は
、
っ
遜
な
、
，
り
L

と
説
明
し
℃
ゐ
る
。
立
(
の
場
令
の
…
過
は
意

球
を
通
ず
る
と
一
五
ム
立
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
考
へ
て
遜
が
上
迷
の
如
主
意
味
で
あ
ら
ラ
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。

市
し
て
此
の
遜
を
解
w
科
書
の
意
と
し
て
用
ひ
た
も
の
は
、
例
へ
ば
弘
通
の
如
、
3
、
白
虎
遁
の
如

3
、
風
俗
一
通
の
如
当
¥

或
は
下
り
て
劉
知
幾
の
史
過
の
如
さ
、
が
訂
正
で
あ
る
。

婆
と
一
去
ふ
の
は
宅
詩
正
義
で
は
、
己
の
意
を
表
明
し
て
…
誠
る
べ
か
ら
し
な
と
云
ク
て
ゐ
る
し
、
説
文
で
は
表
識
の
番

也
と
一
去
っ
て
活
b
、
又
界
一
一
鍛
随
筆
は
共
の
義
右
中
現
す
る
也
と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
一
一
-
一
日
莱
に
は
若
干
の
招
速
は
あ
る
、
が
、

A

梁

す
る
に
、
己
の
意
味
を
現
し
て
明
か
な
ら
し
む
る
と
云
ム
意
に
殺
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
元
来
は
築
と
云
ム
文
字

に
企
(
の
様
な
原
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
然
る
を
何
故
に
か
く
涼
義
一
を
蒋
じ
て
上
越
の
如
主
意
味
を
有
だ
し
む
る
に



一
点
。
だ
か
。
一
潟
水
小
袋
と
は
、

は
b
札
の
事
で
あ
る
。
昔
は
意
味
の
不
明
瞭
な
部
分
に
は
、
礼
子
}
技
っ
た
。
そ
し
て
、
他

母
調
査
の
結
果
、
意
味
、
が
mm
か
に
な
っ
た
場
令
に
は
、
共
の
築
に
典
擦
を
誉
主
識
し
、
依
て
以
て
文
意
を
切
か
代
し
た

も
の
で
あ
る
。
議
と
…
χ
ふ
文
字
、
が
解
絞
の
意
に
用
ひ
ら
れ
た
の
は
、
界
、
の
事
安
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
仏
仙
の
文
字
を

用
ひ
て
解
経
の
名
と
し
た
も
の
は
、
詩
経
の
毛
詩
郵
袋
を
最
初
と
す
る
。
市
し
て
支
那
で
は
殆
ど
此
、
が
唯
一
の
例
で
あ

つ
だ
、
が
、
我
践
で
は
、
近
時
竹
添
弁
'
Q

氏
の
左
氏
合
鋭
部
@
論
語
A
W

肉
祭
@
毛
詩
命
日
婆
な
ど
が
出
て
、
共
の
後
を
継
い
で
ゐ

。
る

以
上
奉
げ
た
停
y
記
・
故
・
微
・
遜
@
袋
の
六
つ
は
淡
代
以
前
に
専
ら
用
ひ
ら
れ
た
解
経
の
名
で
あ
る
。
他
に
主
と
し
℃

談
代
代
用
ひ
ら
れ
た
も
の
に
章
句
、
が
あ
る
。

章
句
と
は
、

一
っ
て
ツ
の
部
分
の
意
味
を
明
か
に
す
る
と
云
ム
の
、
が
原
義
で
あ
る
。
文
心
彫
龍
で
は
平
日
十
は
明
也
。

匂
は
局
也
し
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
部
ち
一
局
部
一
局
部
の
意
味
を
明
か
に
す
る
と
云
ふ
事
か
ら
蒋
じ
て
解
経
の
意
味
に

な
ク
た
も
の
ら
し
い
。
章
句
と
云
は
ず
、
章
指
と
一
去
ふ
事
も
あ
る
。
共
の
揚
A
口
の
指
と
は
部
ち
己
目
立
芯
で
あ
っ
て
、
旨
意

も
ど
明
か
に
す
る
と
云
ふ
と
と
か
ら
、
氏
亦
蒋
じ
て
解
経
の
意
に
衣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
此
を
最
初
に
用
ひ
た
も
の
は
}
越

肢
の
孟
子
章
句
で
あ
る

市
し
て
越
肢
の
孟
子
章
匂
は
、
来
本
で
は
孟
子
章
お
と
な
っ
て
ゐ
る
。

談
代
以
後
に
な
る
と
、
ま
た
解
経
の
名
、
が
迷
っ
て
来
る
。
以
下
之
に
就
い
て
略
説
し
て
み
よ
う
。

注
は
今
日
或
は
誌
と
も
書
い
て
は
居
る
が
、
古
く
六
経
に
お
し
て
は
主
と
し
て
注
と
云
ム
字
を
用
ひ
て
ゐ
る
か
ら
、



矢
張
訟
と
書
く
の
が
正
し
い
と
す
べ
き
」
で
あ
ら
う
。

韻
舎
で
は
っ
注
は
解
也
。
識
也
L
と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
此
は
注
の
働
の
上
か
ら
つ
け
た
設
問
切
で
あ
っ
て
、
注
し
し
一
瓦
ム
文
字

の
直
接
の
原
義
で
は
な
い
。
儀
識
の
正
義
で
は
っ
注
ニ
義
子
経
下
二
十
何
一
一
水
之
注
一
ν
物。
L

と
一
五
っ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
は
文
字

の
本
義
は
玄
に
存
す
る
の
で
あ
ら
ヲ
。
部
ち
水
の
物
に
そ
¥
ぐ
が
如
く
、
意
味
を
経
文
代
注
ぐ
か
ら
、
経
書
の
併
を
注

と
一
去
っ
た
の
で
あ
る
。
向
毛
詩
の
正
義
代
於
て
は
、
っ
注
者
著
也
、
使
日
弘
ム
(
若
間
切
一
也
L

と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
此
は
注
と
一
五
ム

文
字
と
若
と
一
石
ふ
文
字
と
、
が
鎚
務
で
あ
る
劫
か
ら
、
経
文
の
意
味
十
一
芳
切
な
ら
し
め
る
も
の
、
が
注
で
あ
る
と
説
明
し
た

も
の
で
、
此
亦
肯
定
出
来
る
設
と
思
ム
。

性
と
一
弐
ム
文
字
を
経
脅
の
解
務
代
用
ひ
た
最
初
の
も
の
は
十
三
経
に
関
す
る
注
で
あ
る
。

琉
は
韻
舎
で
は
っ
隙
也
、
又
記
也
L

と
説
明
し
て
ゐ
る
。
併
し
乙
の
説
明
も
佐
子
)
説
明
し
て
、

J
m
也
、
一
誠
也
し
と
一
去
っ

だ
と
同
じ
様
に
、
後
世
の
用
法
か
ら
紛
っ
た
考
へ
方
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
以
義
に
よ
る
説
明
で
は
な
い
。
説
文
の
疋
の

部
に
は
っ
疏
は
遜
也
L
と
云
ひ
、

叉
漢
書
の
蘇
武
停
で
は
っ
疏
俊
二
銭
之
一
也
し
と
去
っ
て
ほ
る
。
共
に
問
併
で
あ
っ
て
不
明

瞭
の
部
分
子
}
僚
躍
を
正
し
く
之
を
録
す
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
が
疏
字
の
ほ
以
義
宇
一
得
一
だ
に
近
い
。
併
し
乍
ら
若
し
此

等
の
説
明
丈
を
以
て
せ
ば
、
注
と
一
去
っ
て
も
疏
と
一
去
っ
て
も
会
/
、
別
義
な
く
使
用
し
て
善
い
答
だ
が
、
安
際
の
用
法
か

ら
云
ふ
と
注
と
疏
と
は
み
一
然
別
々
の
意
義
が
あ
る
の
で
、
経
文
の
意
味
を
直
接
説
明
す
る
も
の
を
注
と
し
、
そ
の
注
の

意
を
一
先
に
刺
殺
詳
述
す
る
の
を
疏
と
し
て
ゐ
る
。
部
ち
疏
は
訟
の
又
注
で
あ
る
。
そ
の
乙
と
は
っ
訟
不
ν
破
乙
経
、
疏
不
ν



破
v
拡
L
と
…
肖
ム
一
一
一
円
楽
h
h
依

G
て
最
も
よ
く
知
る
乙
と
、
が
出
来
る
と
氾
ふ
。
一
閃
し
て
と
の
意
味
に
於
て
疏
を
用
ひ
た
も
の

は
、
'
矢
一
民
十

経
注
疏
そ
以
て
最
初
と
な
す
べ
へ

3
で
あ
ら
ラ
。

さ
て
今

aで
は
十
…
一
一
絞
に
何
時
に
乙
の
訟
と
疏
と
そ
起
し
て
之
を
十
一
一
一
経
注
統
と
呼
ん
で
ゐ
る
、
が

E

古
へ
に
於
て
は

注
と
疏
と
は
別
行
せ
〉
七
ツ
れ
だ
も
の
で
あ
る
。

そ
の
事
は
、
今
口
μ

残
っ
て
ゐ
る
北
米
本
の
中
に
、

例
経
e
儀
踏
e

毛
誌
な
ど

の
限
疏
の
み
の
も
の
の
存
す
る
に
依

b
て
も
知
る
革
、
が
出
来
る
。
か
く
て
乙
の
注
の
み
の
す
一
円
を
単
位
本
と
云
ひ
、
統
の

み
の
ゆ
一
円
物
を
単
硫
本
と
云
ひ
、
注
と
疏
と
を
粂
ね
た
本
市
炉
心
粂
義
本
、
或
は
注
疏
本
と
一
玄
ふ
の
で
あ
る
。
十
三
綬
に
就
い

も
て
去
へ
ば
)
今
日
早
注
本
と
し
て
存
す
る
も
の
は
射
殺
の
邦
住
口
ハ
一
で
あ

b
、
思
統
本
と
し
て
存
す
る
も
の
は
河
川

T
儀

総
@
総
記
@
左
停
@
公
平
・
一
前
雅
・
持
経
だ
け
で
あ
る
。
注
と
統
と
乞
粂
似
人
打
せ
た
一
役
義
本
1

或
は
い
以
琉
本
が
何
時
の
時
代

に
出
来
た
か
と
云
ム
事
に
就
い
て
は
、
段

V
J
A

裁
の
短
説
桜
集
及
び
銭
大
析
の
十
川
均
一
件
一
夜
新
鋭
に
犬
φ

の
説
、
が
あ
る
、
が
、

前
者
は
そ
の
時
代
宮
北
宋
で
あ
ら
ラ
と
断
定
し
、
後
者
は
そ
の
時
代
を
前
宋
の
紹
興
頃
で
あ
ら
ラ
と
一
去
っ
て
ゐ
る
。
向

氏
に
、
陸
一
徳
明
の
経
文
を
令
編
し
た
時
代
に
就
い
て
は
、
前
者
は
出
来
で
あ
る
と
云
ひ
、
後
者
は
南
米
の
末
、
光
ん
)
川
容

宗
の
時
代
で
あ
る
と
去
っ
て
ゐ
る
。
大
問
銭
大
前
の
訟
を
以
て
正
し
と
な
す
べ

3
で
あ
ら
ヲ
。

義
統
も
亦
疏
の
一
腹
と
見
る
ぺ

3
も
の
で
あ
る
が
、
山
単
な
る
疏
と
異
な
る
所
は
、
多
く
の
兵
訟
を
縦
列
し
て
、
博
開

を
助
く
る
と
一
試
ふ
結
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
長
侃
の
論
語
義
疏
に
は
っ
山
一
一
取
衆
設
ぺ
以
一
不
一
一
ぃ
民
間
一
し
と
一
去
っ

τ居

る
。
関
し
て
義
疏
の
文
字
を
最
初
に
用
ひ
た
の
は
賞
に
此
の
長
侃
の
義
疏
で
あ
る
。



四

正
義
と
云
ム
言
葉
は
義
乞
正
す
と
一
式
ム
意
味
で
あ
る
。
後
漢
晶
一
一
一
日
の
怒
誇
俸
に
、
忍
諮
、
が
時
の
天
子
世
漉
に
奉
っ
た
上

奏
文
、
が
あ
る
。
主
(
の
中
に
つ
陛
下
笠
下
重
一
一
明
徳
一
俊
一
一
翠
玄
づ
民
一
一
群
小
之
由
設
づ
謹
二
五
経
之
正
義
づ
路
一
一
雷
雨
之
俗
語
づ
詳
中

遁
人
之
雅
誌
上
L
と
云
ム
'
匂
が
あ
る
。
党
の
時
の
五
経
正
義
と
一
疋
ム
詰
は
勿
論
五
経
の
正
し
き
義
と
い
ふ
定
義
で
者
名
で

な
い
と
と
は
明
白
で
あ
る
、
が
、
茶
、
が
抑
も
今
日
の
五
経
正
義
の
脊
名
の
起
床
で
あ
ら
う
と
い
ム
乙
と
は
、
清
朝
の
左
対
一

が
三
徐
偽
筆
の
中
比
論
じ
て
ゐ
る
mm
で
あ
る
。
立
正
義
と
揺
す
る
も
の
は
、
最
初
は
多
く
認
佐
一
本
じ
て
撰
足
し
た
も
の

に
限
っ
て
用
ひ
ら
れ
た
。
訴
に
孔
願
達
の
正
義
代
於
て
は
っ
五
二
別
人
之
疏
義
づ
十
本
ν
訪
問
支
裁
定
、
名
日
ニ
正
義
こ
と
一
去
っ

て
ゐ
る
。
後
に
主
れ
ば
胡
捺
畿
の
儀
踏
正
義
、
焦
循
の
孟
子
正
義
、
孫
飴
設
の
周
藤
正
義
と
云
っ
た
核
に
倒
人
の

引来日

に
も
此
の
名
を
用
ひ
て
ゐ
る
が
、
共
は
最
初
の
用
例
で
は
な
い
。
正
義
も
亦
義
琉
ー
と
同
じ
く
、
多
く
の
設
を
取
b
集
め

て
、
博
開
を
具
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
雨
者
の
向
に
は
幾
分
の
庖
加
は
あ
る
。
邸
ち
義
琉
は
単
に
衆
設
を
引
用
し
て
、

そ
の
中
に
由
設
を
混
じ
な
い
が
、
正
義
は
衆
訟
を
一
引
用
す
る
と
同
時
に
、
必
ず
之
に
針
す
る
桜
準
の
設
を
明
示
す
る
の
で

あ
る
。
と
は
い
へ
、
共
の
事
も
亦
貨
は
確
定
的
な
乙
と
は
云
へ
な
い
。
義
疏
と
云
ひ
正
義
と
云
ひ
、
或
は
義
訓
義
賛
と

去
っ
て
も
可
な
b
混
滋
し
て
沼
び
ら
れ
る
乙
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
最
初
に
正
義
の
名
を
用
以
た
五
経
正
義
に

し
た
と
と
ろ
で
、
英
が
正
義
と
定
め
ら
れ
た
の
は
後
の
乙
と
で
、
初
の
名
は
奮
庶
事
一
一
関
係
翠
停
で
は
義
疏
と
舎
か
れ
、
新

庶
脅
孔
穎
逮
停
で
は
義
訓
と
脅
か
れ
、
而
し
て
唐
金
要
で
は
義
賛
と

か
れ
、
市
し
て
此
の
各
は
文
末
、
に
於
い
て
名
付

け
て
五
経
正
義
と
云
ふ
と
番
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



右
の
外
向
若
干
の
解
経
名
は
無
い
で
は
無
い
が
、
主
な
る
も
の
は
論
じ
悉
し
だ
か
ら
、
爾
訟
は
省
略
す
る
。
諸
名
に

は
共
々
の
原
義
も
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
共
の
原
義
を
知
る
と
と
も
若
干
読
書
の
一
助
と
な
る
乙
と
も
あ
ら
ラ
。

以
上
五
項
の
外
経
惑
研
究
に
は
常
識
と
し
て
必
要
な
乙
と
も
多
か
ら
う
が
、
今
日
は
此
の
位
で
捌
略
筆
す
る
。

(
昭
和
十
一
年
一
月
記
)

一五
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